
平成２６年度総務省行政事業レビュー公開プロセス 

平成２６年６月１８日 

 

 

（１）行政評価等実施事業（総務本省） 

（戸塚官房長） それでは、本日最初の案件でございます、行政評価等実施事業に係る議

論に入ります。まず最初に担当部局から資料に沿いまして５分以内で簡潔に御説明をお願

いいたします。 

（説明者） 行政評価局の総務課長をしております白岩と申します。本日はよろしくお願

いいたします。説明は座ってやらせていただきます。御手元の資料行政事業レビューシー

トで５分でございますので以前御説明した点、事前勉強会で御説明した点は若干割愛させ

ていただきまして事業概要をまず御説明させていただきます。 

この行政評価等実施事業（総務本省）、これは総務本省の行政評価局の業務のほぼ全部を含

んでおります。これは従いまして、通常の事業レビューシートと少し異質かもしれません

が、１部局の業務全体がレビューシートの中に載っている。これは行政事業レビューの予

算の項目ごとにシートを作るということもありますが、私どもこれを使いまして行政評価

局の業務の運営の改善等を見直し等をすぐにこれを使わせていただくということから、こ

ういう形で取り組ませていただいております。 

 ここで書いてあります事業の概要というのは行政評価局の主要業務３点が上がってござ

います。１点目。行政評価局の調査でございます。これはレビューシートの欄にして上か

ら６番目になろうかと思いますが、ここで書いてあることは私ども全国に調査のネットワ

ークを持っております。そのネットワークを使いまして行政が現場でどのようになってい

るかということを把握しながら、それぞれの行政の課題や問題点を実証的に把握いたしま

した。それで分析して改善方策の提示や政府全体の統一性の確保ということで矛盾や抜け

や、そういったものがないかということをチェックさせていただく機能でございます。 

 次の政策評価推進というものでございますが、これは政策評価法に基づきまして私ども、

基本的に評価の専担組織という、耳慣れない言葉でございますが、評価を専らやるような

担当でございますこともありまして、政策評価法の制度官庁の役割を持っております。そ

の関係もございまして各府省が自ら政策評価法上、政策評価をやっておりますけれども、

その政策評価を質の高いものにしていく、そういうことを政府全体として音頭を取る役目。
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これが政策評価推進機能でございます。 

 ３番目の行政相談でございますが、これは先ほどの行政評価局調査という業務と裏腹で

あるのですが、私どもの問題意識で調査するだけではなく、各個人から様々に寄せられて

おります相談事、これを私ども請け負うという仕組みを持っております。その相談事から

適切な役所を紹介したり、対処方法を紹介したりという作業をするわけでございます。こ

のような相談業務、私どもの窓口だけでは足りないということもございまして、実は全国

に５０００人ボランティアの方を委嘱させていただいて、行政相談を受けていただく、更

にはインターネット、ファックス、様々な手段で受けていただいております。最近では各

行政機関ごとにも相談窓口が充実しておりますが、年間１７、１８万の相談はコンスタン

トにありまして行政についての様々な悩み事、やはり尽きることはないのかなというふう

に感じております。 

 指標については事前勉強会で若干説明させていただいておりますので、そのような数字

については後で御質問等をいただくことにしまして、今回の点検結果のところに飛ばせて

いただきますが、２ページ目のところでございまして、私どもの業務はそういうわけで基

本的には、こういう言い方で言うと何でございますが、業務監査の機能でございますので、

これで終わるということはない。しかも監査のあり方ということは常に改善、努力をする

べきものというふうに考えております。 

 必要性という点では、ここに評価欄、有効性とかそういった点では私ども僭越ながら丸

を付けさせていただいておりますが、しかしながら点検結果としては完了することはない

業務であって、引き続き一生懸命がんばっていかなきゃいけないというスタンスに立ちま

して改善の方向性につきましても、その趣旨のことを書かせていただいております。備考

欄で、平成２１年１１月の事業仕分けで今御説明した３つの機能のうち２つ、行政評価局

調査と政策評価推進については取り上げられたことがございます。その際、基本的には抜

本的に機能を強化していきなさいという指示を受けておりまして、それを受けて様々な活

動をしてきている点については事前に御説明をしたかと思います。 

 先ほどちょっと戻っていただいて、改善の方向性のところで行政評価局調査のところで

この間も議論があったものですから付言させていただきますが、最後のところに改善結果

のフォローの徹底というだけでは駄目ではないかというような主旨、言ったことでも形式

的に終わっていては実際の改善になっていないという問題についてどう取り組むのかとい

うことで、フォローの徹底というような話を一生懸命やっておるというような話を御説明
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させていただきました。 

 この点、私ども重視しておりまして、６月に２度目のフォローアップ調査をしたという

法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改善の改革に関する政策評価につきましてですが、勧

告のあと事情、あるいは政府における取り組みのスキームが変わったこと等によりまして

私どもの勧告した内容、例えば法曹養成人口の目標を３０００にするという、その目標自

体を見直すべきではないかというような勧告をさせていただいておりますが、そういった

ものについて若干取り組みが１年６か月後のフォローアップでは十分に結論的なものが得

られなかったこともございまして、先ほど申しましたフォローアップ強化の方針に従いま

して、第３回のフォローアップをすることを考えておると。このような取り組みを更に重

ねていく所存であるということでございます。以上が私の説明でございます。 

（戸塚官房長） 引き続きまして、事務局から本事業を取り上げた視点と議論すべき論点

について説明していただきます。 

（安藤会計課長） 論点資料を取り上げておりますので、それを御覧いただきたいと存じ

ます。まず視点でございます。今年度から政策評価と行政事業レビューの更なる連携の強

化といったものに取り組んでまいりました。この行政評価局の政策につきましては、今年

度の政策評価を行う重要な政策となってございます。ですので、行政事業レビューとの連

携という観点から事業を取り上げたということでございます。 

 それから、論点でございますが、先ほども御説明にありました行政評価の３つの機能、

このうち特に重要な機能となります、調査機能、この調査のテーマの選定やらフォローア

ップが適切に行われているのか、あるいはこの調査機能あるいは行政評価の推進機能ある

いは行政相談機能、この３つの機能が適切に連携されていくのか、そういった点につきま

して御議論をいただきたいというふうに考えてございます。 

（戸塚官房長） それでは、これから１３時４５分ぐらいまで御議論いただきたいと存じ

ます。外部有識者の先生方いかがでございましょうか。石堂先生。 

（石堂） ただいま論点の中にもありましたテーマの設定について私のほうから３点ほど

お伺いしたいと思います。私も行政評価調査なるものを日ごろから強い関心を持って見て

いたわけではないということもありまして、いただいた資料を見ている中で素朴に感じた

疑問というふうに受け止めていただきたいと思います。 

 今回いただいた資料の別紙１というところに現在のフォローアップ実績、今までやった

もののフォローアップについての件名がずらっと並んでおりますけれど、これを見る限り、
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平成２３年度の３番目にあります、「世界最先端の『低公害車』社会の構築」というような

テーマがある一方で、例えば２４年度のところの２番目の「貸切バスの安全確保対策」の

ようなものもあると。非常にテーマとして大きなものと、意外と限定された、対象を絞っ

たテーマがあることに注目しまして、随分差があるなという感じであります。何かテーマ

を設定する際に、テーマを立てるときの基準のようなものがあるのかどうか。また、もし

かしたら大きなテーマ、小さなテーマを織り交ぜてやっていくことに、特段の意味がある

のか、その辺をお聞きできればというのが１点目であります。 

 もう１つは、同じく別紙１のところで２３年度の下のほうにあります「雇用保険二事業

に関する行政評価・監視」、またその下の「在外公館に関する行政評価・監視」、それから

２４年度のところの下から２番目にあります「職員研修施設に関する調査」というのがあ

ります。これらはいただいた資料を見ていきますと、どちらかというと「施設が効率的に

使われていない」、尽きるところ、「無駄遣いではないか」というのが評価の中心になって

いるような気がします。 

 これらは会計検査院の仕事と分野分けがどういうふうになるのかなというのがちょっと

気になります。それぞれ根拠法があり、その根拠法に基づく権限によって調査するもので

ありましょうけれども、２つの官庁が重複して調査するというのは、これ自体が１つの無

駄であると思いますのでテーマを設定するときに関係しそうな省庁との間で調整のような

ものがきちんと行われているのかどうかというあたりについてお伺いできればというふう

に思います。これが第２点です。 

 第３点目は、重要な業務の分野としての行政相談があるわけですけれども、テーマの設

定のほうも国民の関心ということが１つの要素になっているかと思いますけれども、私の

素人としての感覚では、行政相談に寄せられる声こそ国民の最も現実の行政に則した苦情

なり何なりであろうというふうに思います。そのときに行政相談に寄せられる意見という

のは非常にその意見を寄せた方の関心に基づくものでしょうし、あげられる事柄も非常に

細かい話なんだろうと思います。そこは総務省さんのいわばプロの目で、その挙げられて

きた意見の背景にあるものが何かということを究明した上で、いわば調査のテーマ化とで

も言いますか、テーマとして立てる作業をやった上でやるのが、こういう調査については

最も国民目線に沿ったものになるのではないかというふうに思うのでありますけれどもそ

の辺についてどうお考えになるか。この３点についてお聞きしたい。 

（戸塚官房長） それでは簡潔にお願いします。 
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（説明者） はい。まず広い狭いについて。まず、テーマ選定の基準があるのかというこ

とでございました。基準というのは明文では定まったような基準はございません。御指摘

のところでいきますと最初におっしゃったものはこれは政策評価ということで、低公害車

社会の政策評価、政策評価法に基づき政府全体の政策の総合性を評価するという部類に属

するもので、おのずと広いものになります。 

 その次、対比されて御指摘になった案件がこれは総務省設置法に基づいて行います、い

わゆる行政評価監視、以前で言えば行政監察の典型例でございますが、業務監察をして個

別に具体のものに当るものですから、この根拠法の違いによるところがあろうかと思いま

す。織り交ぜることの意味ということについて、アプリオリにそういう意味があるからこ

ういうふうに何パーセントで織り交ぜようというようなことはございませんが、私どもの

調査機能を有効に活用する意味では小さいもの、大きいものそれぞれ挙げながら、それぞ

れの次元での改善を図っていくのは有意義かなと感じております。 

 雇用、在外、職員の３件御指摘になられましたが、この点おっしゃるとおり無駄遣いと

かそういったことについての指摘でございます。先ほど来、私、ちょっとこういう表を使

っておりますが、会計検査院さんも対比されたんでそこを申しますと、そこは会計監査と

いう形からの無駄のチェックになりますから。私どものほうはどちらかというと業務監査

ということになります。従いまして、どちらかというと、それぞれの部門においてシステ

ム、体制がリダンダントというか重複がないかというような行革の視点をメインにここで

取り組んでいるというふうにお考えいただければと思います。 

 調整はあるかということでございますが、調整というふうに予め談合的な意味ではない

のですけれども、関係機関との情報交換は定期的に行いながら現場における調査負担が無

駄にならないように取り組むような努力はしておるところでございます。相談についての

扱いでございますけれども、おっしゃるとおりでございまして、私ども相談を端に発した

問題意識というのは、それぞれに活用させていただいております。例えば道路上の構造物

についてよく国民から相談が来ます。この電柱が邪魔じゃないかとか、困ったなというよ

うな、ポストが邪魔だとか、そういうような話もございます。あるいは使いにくい。そう

いうような問題については個別の相談の対応という形で個別に解決するということをまず

いたします。しかし、その中で例えばバリアフリー社会への取り組みというような問題意

識で行政施策がどうなっているかというような調査もさせていただくと。そういう形で相

談を評価局調査に生かさせていただくという努力を重ねているところでございます。以上
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でございます。 

（戸塚官房長） では土居先生。 

（土居） 今の行政評価の調査に関する議論で質問をさせていただきたいと思います。調

査対象の選定については、明文化された基準は設けておられないということなんですけれ

ども、私はいろいろ拝見させていただいているとある程度分類できるということを考える

と、予め事前に選定基準の原則というようなものを定めて、それを基に今年度はこういう

ものを選びましたというふうな形で国民に選定した調査対象を示すというほうが、御省が

やっておられる政策評価ないしは調査の方向性、ないしは何を調査の最終的な目的として

いるのかというところを示しやすいというふうに思うのですがその点についてどのように

お考えでしょうかというのが１点。 

それから、もう１点は、各府省が政策評価をしていて、それを客観性担保評価活動という

こともこれまたやっておられるということなんですね。そうすると、各府省でやっている

政策評価の高度化というものをどのように御省として促しておられるのかということ、そ

れが調査対象の選定ないしは調査結果あるいはフォローアップを通じてどのように意識的

に各府省に、政策評価の高度化を促すような貢献をしておられるのかというところをお伺

いしたい。 

（戸塚官房長） 恐縮でございますが、時間の関係で先生方におかれましては御議論を聞

きながらコメントシートに記載を適宜はじめていただければと思います。コメントシート

につきましては１３時半過ぎ頃には事務局のものが伺って回収させていただきます。とり

まとめ役の北大路先生にお渡しいただきますので、議事の進行のほうに御協力いただきた

いと存じます。大変恐縮です。 

（説明者） お答えいたします。先生からその問題意識を私も伺いますと、そういうとこ

ろもあるなというふうに感ずるわけでございます。ただ、テーマ設定の基準については先

ほどもお答えしましたとおり明文で定めたものは今のところない。これはかっての行政監

察時代から新しい取り組みをどんどんやってきたということから、評価の視点、監視の視

点というのは古典的にしないで、どんどん挑戦していこうとであった、その経緯であった

と思っておりましてその点は今後も生かしておくべきではないかとは思う点もございます。 

 その上で今テーマを見ると分類できるじゃないか、だったら整理していくべきじゃない

かというお話がございます。私どもの実務を若干説明させていただきますと、まず私ども

担当がおります。スタッフを設けております。各府省を担当しております。各府省の担当
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がそれぞれ各府省の政策を扱えるかどうかにかかわらず、一応毎年見ています。網羅する

ということがまず大事だと思っております。そこからどうやって絞り込むかの原則なんで

すね。 

 ここが恐らく結局抽象化すると重要性と必要性の問題になってくるところで、その重要

性と必要性の視点をどういうふうに原則で考えるかということなんですが、言葉にすれば

原則のように聞こえるんですが、どういうふうに評価するかという問題はまたあろうかと

思いますが、例えば国会で議論されている、それから施政方針演説に盛り込まれている、

それから経済再生諮問会議などのいわゆる政府政策重要会議というのがございます、そこ

で議論されているテーマに関係がある、あるいはマスコミで大きく取り上げられつつある、

あるいは先ほど石堂先生からもありました正に草の根の行政相談の問題がある。それぞれ

の５つのことについて、実は先ほど網羅した政策についてアプローチがないかということ

を一生懸命探すわけです。その上で今度は私どもの調査が必要かという議論ですね。ある

いは合理的かということです。 

 つまり、先ほども申しましたとおり業務監査としてやることで実地の調査をするという

ことでございますが、実は中央で理論的な分析を重ねた結果、いい改革がすぐ打てるもの

もあれば、そうやってやったものの現場の実情を踏まえたほうがいいよう問題もあろうか

と思います。そういう形で現場の問題、そういったものを整理していく過程がございます。

ここでテーマがまず絞られていく。私どもの行政評価局が担当部署だから、この点は若干

目をつぶろうなんていうことを考えなくていいわけですね。政策を推進する直接の担当者

ではないですから。そういう視点が生かせないかということでチェックをいたします。 

 そうやってテーマを絞っていった結果大体年間２０、３０程度の候補が上がってまいり

ます。これを今度はいつやるかという議論で行政評価等プログラムというのを毎年４月に

発表させていただいておりまして、その４月に具体的にテーマ、まず今年着手するもの、

来年、再来年の候補となるもの、というのを上げさせていただいております。これを今年

着手するものは調査計画から何かすぐやらなければいけませんが、来年、再来年のものに

ついては検討を更に進めるということでどんなことに関心を持っているかというのをプレ

ゼンするように努力しているところでございます。 

 そういった形で今の評価局が取り組んでいる課題についてプレゼンをしていく取り組み

をしているのでございますが、土居先生の御指摘はまさにその部分が不十分ということ。

もっと分かりやすくできないかということにつながるような気がいたします。その点につ
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いては誠にまだ力足らずでございましてそこを私どもも改善すべく努力したいと考えてい

るところでございます。 

それから、政策評価の高度化につきましては、これはお答えになるか分かりませんが、今

回の資料の別紙２に付けさせていただきましたけれども、この各府省の政策評価で元々政

策評価というのが我が国では各省庁がやっていたものを法律でどっと導入することにした。

しかも政策についてその次元とか度合いとか性格とか区別せずに一律に導入すると決めて

取り組んだわけです。その結果として各府省ごとに真摯に取り組んでいらっしゃると思い

ますが、ばらつきがあるわけです。それをまず統一するということがこの１０年間のフェ

ーズの仕事だったと思います。ここまでは私どもの実績についての総括だと思います。 

 今後そういったものについてどうするかということですが、私どもの手法としてはそう

いった担当府省と相談して申し合わせながらガイドラインという形でみんなこれでやって

いこうという形を作っていく。それが成果物として上がっているのがこの別紙２でござい

ます。今まさに重要なのはこの様々な分野、特に経済財政諮問会議等で大臣の御指示もご

ざいましてやっている件としては国民に分かりやすく使いやすい、それから政策検討部門

において使いやすいということでは何が大事かということで、この別紙２でいきますと、

〇の１つ目の小さなポチの２つ。すなわち標準様式の導入、それから事業番号の共通化と

いう形で、ここの事業レビューでも使いやすくするという作業を昨年やりました。更に連

携確保等の体制も整備してこれは今年２年目になりますので、定着を図っていくべく我々

は働きかけていくんだろうと思います。 

 次に、４番目と５番目で標準化と重点化ということ。これは昨年末にようやく申合せが

できました。これは実際に実現するのは今年度の政策評価以降でございます。これがやっ

てみて更にそれをどういうふうに活用するものに高めていくのかこの作業を着実に進めて

いく、これが私どもの使命かと考えております。以上でございます。 

（土居） どうもありがとうございました。別紙２のところでもう少し深めたいと思いま

すけれども、行政事業レビューとの連携ということで、当然、初年度の取組ということで

すから、いきなり完成度の高いものになるというわけではないというところはある程度承

知した上で、重要な第一歩であったと思います。 

 更にこれからこの連携を深めていくには、行政事業レビューの中でも言われていますし、

行政改革推進会議の中でもかなり強く意識されているのは、ＰＤＣＡサイクルをどういう

ふうに回していくのかということなんですね。今のところ、まだこの別紙２の中にはＰＤ
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ＣＡサイクルを意識したような文言が見受けられないというふうに思います。何か予定と

いうか、まだ必ずしも着手済みでなくても構わないのですけれども、政策評価と行政事業

レビューの連携をＰＤＣＡサイクルにどういうふうに乗せていくかというところについて

何か今アイディアがあればお聞かせいただければと。 

（戸塚官房長） それでは簡潔にお願いします。 

（説明者） 今現在は標準様式を導入していきますのでＰＤＣＡサイクルですと、今度目

標の設定の仕方の問題に着目していって貢献していくのが筋かなというふうに考えており

ます。 

（戸塚官房長） 石田先生どうぞ。 

（石田） この政策評価推進についてお伺いしたいのですが、もし理想形を１００点満点

としたときに、皆さんの今の政策評価制度自体、推進、質の向上というのも図られていら

っしゃいますが、何点ぐらいというふうにお付けになられますか。 

（戸塚官房長） 時間がないので、簡潔にお願いします。 

（石田） そうですか。すみません。そうしましたら、実は私は政策評価については外か

らいろいろ見させていただいて、本当に機能しているんだろうかという危惧を持っていま

す。そう言いますのは、今回のレビューシートの備考のところにも行政評価・監視を抜本

的に機能強化しなさいという事業仕分けの判定を受けて、「行政評価機能の抜本的強化方

策」というのを２２年４月に出されていて、そこでアウトカムに着目するということを既

に述べられていますね。２２年ですと４年ぐらい前ということですね。 

 さらに、今回、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」をお作りになられ

て、今回のレビューシートの別紙２のところで行政事業レビューシートと共通化するよと。

事前分析表と評価書に標準様式を導入するとなっています。しかしながら、実際に今回事

業レビューシート、他の府省さんのも見させていただきましたが、アウトカムに着目した

目標設定が実際なかなかなされてらっしゃらないですよね。それも御事情を伺うと、「それ

は達成が困難なので書けません。」というようなお答えもいくつかいただきました。 

 目標設定ってそういうものじゃないと思うんですよね。難しいけれど手を挙げてチャレ

ンジしていくというようなことなのに、そうなっていないということは今までのそちら様

の政策評価の質の向上、推進で、研修とかもおやりになっていらっしゃるけれど、実はそ

れが浸透していないのではないか。更に実際の政策評価も評価疲れが起きているのではな

いか。本当は効率的、効果的な行政の実現を目指しているんだけれども、膨大な資料の作
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成と調整に追われて、目的が政策評価の報告書を作ることになっていやしないかというふ

うに思っているんですが、その辺いかがでしょうか。 

（戸塚官房長） すみません、進め方の確認をさせていただきます。とりあえずこの時点

でシートをお書きいただきまして、いったん先生のところにお集めして整理していただき

ますが、議論はそのまま続けさせていただきます。北大路先生にまとめていただいたもの

をまた説明していただきますので、その後の議論の中で何か付け加えるものがあればまた

言っていただく機会があろうかと思いますので、そんなことで進めさせていただきます。 

（説明者） すごく難しい問題だと思います。評価疲れということは、よく言われるんで

すけれどもその評価が目的化してはいけない。これはそのとおりでございます。ですから

評価を目的化するようなことにならないよう今回も評価の重点化ということを図って毎年

毎年、その事業が３年ぐらいで設計されているのに毎年毎年評価をやることないじゃない

ですか。重点をもってやってください。そのかわり重点の時点でのその目標の作り方のこ

とについてちゃんと見直しましょうよというような取り組みをして、質を深堀りをしてい

くという取り組みをしていこうとしているんですね。 

 そういう点で今の問題、評価疲れとかそういった点についてはある程度の改善が図られ

るかと思います。問題はそうは言いながらアウトカム指標というのが標榜しておってそれ

ができていない理由が、それができないから、難しいからですという、そのお答えの部分

については、その担当者がどういうつもりでお答えになったかは私は承知しておりません

けれども、それは石田先生のおっしゃるとおりです。そういうことがないように私どもも

研修のときには説明をして相手に浸透しておって、恐らく研修を受けた方がそういうよう

なお答えの仕方はたぶんしにくくなっているんだと思います。 

 ただ、それは御本人の回答の次第でございますけれどもね。そこで問題はどの程度政策

評価の推進の効果が上がっているかについてどう見るか、あるいは最初言いかけられた、

何点と考えるかという点でございます。政策評価を推進する側から僭越にも各府省の政策

評価の行為を何点というのはどうかと思いますが、政策評価法の理念に照らしてみて十分

に満足できる状況であるかどうかという点で言えばそれは、まだそこまで胸を張るべきで

はないのではないかというふうに考えます。 

 ですから、今の段階でできることは、できることをやってもらって進めていくんだろう

と思います。それは今の段階ではできることをやったからと言ってそれが満点だというこ

とにはならないし、一方おっしゃるように、それが目的化するべきではありませんからそ
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の必要に応じて段々その手段なり何なりを精錬と言うかソフティスケートしていくという

ことが必要だと思いますし、私どもはそういうことを作業しているんだと思います。 

 それで結果的に何が起こっているかですが、少なくとも私ども政策評価書などを見てお

りますと点検したものなどでいきますと、当初から指摘すべき案件がないような政策評価

書はあるジャンルについてではありますが、増えているということが実証できる状況であ

ります。相対的に申し上げれば各府省が自らの政策評価をして、事前若しくは事後に。そ

して自らの政策について説明の努力をすることが当たり前になってきているということ、

これは大変重要な効果ではなかったかなと思っております。 

（石田） ありがとうございました。今回、私が個人的に残念だなと思いましたのは、こ

ちらの事業のレビューシートにもっと挑戦的なアウトカムの数値目標をいただきたかった

ということです。そうであればさすが「範を示す」ということになったと思います。難し

いからできないではなくて難しいからこそ評価担当専門の部署ですから、やっていただき

たかったというふうに思いました。次回以降ぜひ見せていただければと思います。よろし

くお願いします。 

（戸塚官房長） では有川先生。 

（有川） ３点ほどちょっとお話を伺いたいんですけれども、１点は先ほどの冒頭の説明

の最後にお話がありました勧告のフォローアップについて更に改善を進めるというお話だ

ったんですけれども、従来の半年、それから１年半のサイクルに更に回数を増やすという

方向性、それも一つの改善の方向だと思うのですが、勧告の内容やそれに対する改善が段々

複雑になってきていることを考えると勧告内容によっては半年と１年半というスパンをま

た回数を増やすことなく、スパンを見直すというやり方でフォローアップを効果的にする

ということもあるのではないかと思いましてそこのところのお話を伺いたいのが１点です。 

２点目は各省庁の政策評価と行政事業レビューのいろいろと話しを聞いていると同じ担当

課、会計課の中にあるセクションの内部監査とのリンクが余り図られてないなという感じ

が受けるんですけれどもこの行政評価局の立場から各省庁の内部監査をどういうふうに活

用し連携しているか、あるいはこれからしていく必要があるかその辺を２点目としてお伺

いしたい。 

 ３点目は事前勉強会のときに何度もお話したので簡単にお答えいただければと思うので

すが、行政事業レビューと政策評価との連携のためには行政事業レビューも非常に弾力的

で効果的な内容を持っているとは思うのですが、法制度化されていませんので法的安定性
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が必ずしも十分でないとう弱点があるかと思います。今回は行政事業レビューサイドから

政策評価、あるいは行政評価のレビューをさせていただいていますが、逆に行政事業レビ

ューのほうの評価を行政評価サイドのほうからやっていただくことも可能なのかどうか、

その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

（説明者） １点目のフォローアップの改善の点で、回数を増やすのではなくてスパンを

という議論でございます。そもそも、フォローアップというのは私ども勧告したものにつ

いて総務大臣が報告を求めることができるという規定に基づいてやっています。これ２回

というルールはどこにもないわけです。ましてや６か月、１年半後ということも対外的な

ルールではありません。私どもの事務的な標準的な仕事の仕方としてそういうことを定め

ているのにすぎないわけです。そこで、スパンを延ばしたほうがいいものについては、そ

ういうことを考えることは当然やることになっております。 

 先ほどちょっと御紹介したものにつきましては、当初はこの程度で済むかと思ったので

すがその後の事情もあったのでという変化が３回目ということもやると。先だっての勉強

会でも御説明いたしましたが、昨今の行政は複雑化しておると。地方自治体を利用したり、

民間の活力を生かしたりということになると行政がやるのは指導まで。そうしてみると指

導の先の実際の改善が得られたかという調査が必要なものもございます。そういったこと

から３回目というようなことが出てくることもあろうかと考えております。 

 また、今日御説明した中で別紙１のところに最初に、冒頭か何かに外国人の観光の政策

評価の２回目のフォローアップというのがございます。この２回目のフォローアップをし

た成果を踏まえて再調査ということもやっていきたいと考えている次第でございます。 

政策評価とレビューと省庁の内部監査との連携の議論でございますが、内部監査の活動

について外に出ているもの、我々が活用できるものについては生かさせていただいている

という現状であろうかと思いますが、制度化されたものがあったということではないだろ

うと思います。私どもの調査権の中で引っかかってくるという形でその場で活用させてい

ただくということかと思います。 

第３点目の行政事業レビューとの連携の話で評価局調査の機能からどうかということで

ございますが、現時点において事業レビューのことで政府として取り組んでいるものが正

に成果を上げていらっしゃる時点において評価局調査のほうで特に調査というようなこと

は考え難いかなとは思いますが、いずれにせよ私どもとしてみれば評価局は現時点でやっ

ている機能を行政事業レビューのほうでも活用できるようなものにしていくということで
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取り組むのが現時点において私どもの任に与えられていることであろうと思っております。

以上で終わります。 

（戸塚官房長） ご意見ございましたらどうぞ。 

（須藤） 僕も内閣官房の電子政府評価委員会の座長とかやってきて、だいぶ各省庁にお

願いしてきたところなんですけれども、ＰＤＣＡサイクルを回すというのは大体政府全体、

あるいは法人等でも方向性ができていると思うんですけれども、石田先生がおっしゃるよ

うに評価するほう、されるほうで、評価されるほうが更に政策遂行の政府部局から更に民

間とか法人とかに投げられるんですけれども、そのときに相当この枠組みを踏まえて担当

部局、担当行政組織はチェックを相当かけられるようになったと思います。私も自宅研究

とかいっぱいしていてそう思います。 

 ただし、そのときに民間とか、法人、大学も法人の一つですけれども、遂行するときに

文書形式と数ヶ月に１回くらいのチェック、どんどん受けますので、結構その作業に追わ

れることは確かで、どうしたらいいかと現場から考えると最初からそういう枠で行政サイ

ドからそういうデータを元にし、報告をする人員、ある意味ではノンルーティンな作業で

きる能力がある人材をきちんと持っていて、そのための人件費も付けてもいいよというふ

うな体制にしないと、結局書類作りに我々研究何かやっている人間からすると研究者から

書類作りにほとんど追われてしまうわけですよね。実際に現場で作業する人は助教とかに

なってしまうわけです。 

 それを克服しなきゃいけないので制度的、人件費等の保証をする、あるいはノルマにす

るとかいうふうにすると同時に、評価当局と事業遂行団体のデータ管理の人の対話をして

軌道修正すべきだとかっていうことはダイレクトに伝えていけば本当の意味のＰＤＣＡサ

イクルが回せると思うんです。１年とか２年経った段階でこれおかしいじゃないと言われ

ても、もう手遅れになっている場合がありますから。そういう細かな工夫と言いますか、

財政的あるいは人員配置とかってことも考えていただければ本当に上手く回せるのかなと

は思います。そこら辺の突っ込んだ改革案とか示していただければありがたいなというの

が現場から、いろいろな１億円以上くらいのプロジェクトやっているとよく思うところで

す。もしコメントをされるのであればコメントしていただきたいと思いますが、コメント

はなくても結構です。 

（説明者） 須藤先生の問題意識は私どもと共有していると思います。ただ、どこと取り

組んでいいか。政策評価自身を実際にやっている省ではないので、調査研究も千差万別、
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文系的なものもあれば、理系的なものもある。そういう分け方自体が問題だという言い方

もあると。そういう中で、そういう問題意識を常に持って改善していく努力を私どもなり

にその立場で考えていきたいということだと思います。 

（戸塚官房長） 皆様のコメントをまとめていただいておりますが、まだ御意見ございま

したら。 

（土居） 時間ありますか。 

（戸塚官房長） どうぞ。 

（土居） これは事前勉強会のときも申し上げたところですけれども、先ほど来議論にな

っているフォローアップのところで、フォローアップをするということは重要ではありま

す。レビューシートの１ページに書かれている成果目標のところでフォローアップ実績を

書かれています。フォローアップをすることで、どういうふうに各府省に改善を求められ

るかということは、確かに求められるに越したことはないけれども、必ずしも改善を求め

るということだけがフォローアップの目的ではないと。むしろ、そこから極端に言えば新

規事業でその知見を生かして改善に役立ててもらえれば、今オンゴーイングでやっている

事業で直ちに改善できなければ駄目だというわけではないというような場合もあるかもし

れない。 

そういうようなことを考えるとフォローアップの目的と、ここのレビューシートで成果

目標に挙げているものの連関をはっきりさせないと。単にここの数値が上がればそれでい

いというわけではないとすると、必ずしも数値が上がればそれでいいというわけではない

ものを目標値に掲げているということになると、何のために一生懸命頑張っているんだと

いうことにもなりかねない。 

 成果目標・アウトカムは、その目標をより良く達成できて、それが当然二次的な効果も

含めて政策遂行の上でより良いパフォーマンスになるということの代理変数となるような

ものをここに持って来ないといけないわけですけれど、今後フォローアップのあり方とこ

こでの成果目標の立て方との間の見直しというものは何か考えられるでしょうか。 

（説明者） このフォローアップの成果目標がレビューシートを作った年以来ずっとこれ

を掲げてきた。その時点での数字自体も作り方がおかしいというような有識者の御見解も

あって改善してきたわけでございます。これ自体、私ども正にその土居先生のおっしゃる

点が重要だと思っておりまして、この数字をあげることだけでは駄目なんだと思います。

ですから他の数字でどんなものが作れるかということも考えていくべきだと思っておりま
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す。 

 ただ、この成果目標であるフォローアップという作業の目標数値を一応常に我々指標と

して捉えて行く必要は依然としてあります。それはなぜかと申しますと、現実問題、勧告

すると勧告のとおりにすぐ相手が動いてくれるわけではありません。相手も真面目に動い

ていてもそう簡単ではない。そういう中で現に動いている行政を改善させる中で一種のス

ケジュール管理によって前に進めていくという、変な表現ですが圧力というかプレッシャ

ーというかそういう作業がフォローアップにはあるのです。 

 それは我々の調査とか評価監視とか様々な段階のステップにおける活動においてフォロ

ーアップでどういうふうにしていこうかというところ。難しいところも含めてどうやって

押さえていこうかというところの考察にも役立ち、それぞれの行動の最終的なアウトカム

として一つやっぱり重要な筋だと思いますのでこれ自身はまだ見ていく必要があるのかな

と。ただそれだけに、その数だけを見ていくと、おっしゃるように、先ほどおっしゃった

新しい政策に転換するというのはフォローアップの場合には措置の方向で処理することが

多いんですね。 

 だから、その新しい方向、いずれにしても勧告を受けた側が説明責任を国民に対して、

勧告を受けた以上、どういうふうに考えたかということを果たしていくことを促すという

作業だと思っていますから、それをちゃんとやってもらうということは大事だと思うので

すが、今度は安易に措置済み措置済みというものが上がるばっかり所見に上げるというこ

とでは困るわけでございまして、そこのところを今度は勧告あるいは調査、分析の段階で

どういうふうな指標を持って目標に掲げて行くか、こういうことをちょっと考えたいとは

感じております。 

（戸塚官房長） それでは時間になりましたので、とりまとめ役の北大路先生のほうから

先生方に記載いただいたコメントシートから代表的なものの御紹介、それから票数の分布、

評価結果及びとりまとめのコメント案を御説明願います。よろしくお願いいたします。 

（北大路） 代表的なものの御意見ということですが、１つには行政評価局調査に関する

もの、そしてフォローアップに関するもの、そして行政評価、政策評価全般に関するもの

というようなコメントをいただいております。 

 まずは行政評価局調査なんですが、対象の選定法が不透明で、選定のねらいも不明なも

のということで、もう１人のコメントではちょっと長いので抜粋しますが、中央省庁の感

覚で国民の関心から遊離したテーマを選定されるかもしれないというようなことで、より
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国民の声を反映するようなテーマづくりのため、例えば行政相談に乗せられる国民の声に

基づいた選定というのと、また評価局調査の対象の選定プロセス、選定理由を明示すべき

だというような改善についてのコメント。それからフォローアップ調査に関しては、勧告

のフォローアップについてもっと工夫が必要であると、改善の方向は見られるが半年、１

年というサイクル、勧告の内容によって弾力的に運用すべきであると。それから各府省の

内部監査の活用ということが必要。 

 一方、政策評価全般に関するコメントもいただいておりまして、まず各評価対象に対し

てＫＰＩですね、キー・パフォーマンス・インディケーターです。評価のためのＫＰＩを

策定して運営すべきであると。ＰＤＣＡサイクルを適切に構築するというためにはこれが

必要だという考え方もあります。そして、そのためには各事業推進運営組織に評価資料に

基づくデータ管理も必要。そのためには人件費等の確保も必要であると同時に評価責任部

局と事業部局の対話を制度化するという御意見でございます。 

 一方で、政策評価に関して評価疲れがあるように日ごろから感じていると。効率的効果

的な行政の実現が目的であるにも関わらず膨大な資料の作成、調整作業に疲弊し、報告書

を作ることが目的になっていないかどうか。これに対して改善の方向としては、評価が目

的としないように、コスト、動力、成果が見合うそういう評価にすべきであるという御意

見であります。 

 票なんですが、４つの評価の中で廃止はおいでになりません。ゼロです。事業全体の抜

本的な改善がお２人。次の事業内容の一部改善が４名。そして現状どおりはおいでになり

ません。２票と４表です。これに関する相互的なとりまとめの中身なんですが、とりまと

めの先生方にいただいたとおり２種類、事業の課題の問題点、当該選択の理由と根拠、そ

してもう１つそれに値する改善の手法、事業見直しの方向性ということでとりまとめるこ

とになっております。 

 そのとりまとめ案なんですけれども、簡単に口頭で御説明しまして先生方の御意見をい

ただきたいと思っています。今御紹介したようにかなり重要だと思われる御指摘が３点ご

ざいましたので、３項目について。 

 最初の２つは行政評価局調査のことです。評価局調査の対象事業選定法が不透明で対象

のねらいも不明であるという点を１つの課題にしたいというふうに思っています。それに

対して、改善の手法としては評価局調査の対象の選定プロセスと選定理由を明示していく

ということを改善方法として提案させていただければと思いました。 
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 ２つ目ですが、調査結果に基づく改善についてしっかりとフォローができているのかと

いうことがありました。行政評価局調査の調査結果に基づく改善プロセス、改善状況につ

いて十分な公表を行うこと、そして改善プロセスについて工夫をすることというように提

案したいと思います。 

 ３番目に政策評価全般に関してなんですが、政策評価という活動の費用対効果に疑問が

ある。膨大な資料作りに追われているわりに効果が出ていないのではないかという御指摘

を示して、費用対効果の高い政策評価のための仕組みづくり、仕組みの再構築と体制づく

りが必要であるというふうにまとめてみたんですが、先生方どうでしょう。 

（土居） よろしいですか。ありがとうございます。基本的には賛成ですが、２点改めて

いただきたいところがあります。１点目は調査対象の選定に関しては不透明だという御指

摘はまさにそのとおりだと思いますが、選定基準の明文化ということを文言に入れていた

だきたいと思います。 

 それから、２点目は行政事業レビューとの関係も議論したと思っておるのですけれども、

何も触れられていないというのは大変問題があると思っておりまして、行政評価と行政事

業レビューの連携を、ＰＤＣＡサイクルを意識して、更に強化するという言葉を入れてい

ただければと思います。 

（北大路） 今の１点目に関しては、３項目のうちの最初に明文化をすべきだというふう

に入れさせていただくということ。それからもう１点の御指摘については３項目の政策評

価の改善の中で政策評価と事業レビューの連携を強化すべきだというそういう文言でしょ

うか。 

（土居） はい。 

（北大路） ありがとうございました。その他に何か御意見があればよろしくお願いいた

します。言うのを忘れていましたが、先ほどいただいた評価結果が全体的な抜本的な改善

が２人。そして一部改善が４名と、これは基本的に過半数がその結果でとおるというルー

ルを内閣のほうからいただいておりますので全体としては本件の評価結果を事業内容の一

部改善としたいというふうに思っています。 

（戸塚官房長） それでは、どうもありがとうございました。それでは１件目の案件に係

る議論を終えたいと思います。なお２件目の案件に係る議論につきましてはこのあと２時

１０分ごろから開始したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。
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（２）定住自立圏構想推進費 

（戸塚官房長） それでは引き続きまして本日２件目の案件に入ります。最初に定住自立

圏構想推進費につきまして担当部局から資料に沿いまして５分以内で説明をお願いいたし

ます。 

（説明者） 地域自立応援課長の佐藤でございます。私からは定住自立圏構想推進費につ

いて御説明を申し上げます。失礼して座らせていただきます。 

 まず、御手元の行政事業レビューシートでございます。事業名は定住自立圏構想推進費、

事業は平成２１年度からでございまして事業の目的としましては地方圏から三大都市圏の

人口流出を食い止める、それから地方圏への人の流れを創出すると、こういうことを目的

といたしまして中心市とその近隣の市町村が相互に役割分担をして圏域全体で必要な生活

機能を確保する。この定住自立圏構想を推進しまして地方圏における定住の受皿を形成す

るということでございます。 

 事業の概要としましては、定住自立圏の取組の充実・深化を図るために分野横断的な取

組について支援するという委託調査事業を実施いたしまして全国の他の定住自立圏のモデ

ルとなるような先進事例を構築するということでございます。 

 予算額としましては記載のとおりでありまして、２３年度、２４年度、２５年度と１億

１千万、１億２千４００万、１億５千８００万、２６年度につきましては地方振興対策調

査費等の事務費を中心としまして１千７００万円という形に縮減をしておるところでござ

います。 

 それから、成果目標及び成果実績（アウトカム）です。大きな目標といたしまして、日

本全体での話でありますが、総人口に対する地方圏の人口割合を５年に１度実施される国

勢調査の結果に基づきまして２２年度を基準に比較をして次回の２７年度の国勢調査の結

果で２２年度並みを維持するということを目標にしております。それからもう１つ。これ

は定住自立圏の中の話になりますが、定住自立圏における人口増減率を、これも国勢調査

の結果の比較で地方圏における人口増減率を超えるという目標を掲げさせていただいてお

ります。 

 それから、アウトプットとしましては定住自立圏の圏域数、記載のとおりでございます

が、２６年度活動見込み８５圏域というものを目指しております。当たりコストについて

算出困難なため未記載でございます。 

 以下、レビューシートには国費投入の必要性、これは昨年の骨太方針にもこの構想を強
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力に進めていくということが盛り込まれておりますので、それも受けまして推進していく

必要性は一層高まっているというふうに認識をしております。また事業の効率性について

も外部有識者による評価等も踏まえてしっかり担当するように取り組んでおります。事業

の有効性についてはこれまでの定住自立圏構想の取組は着実に進捗をしてきておるという

ことで有効性あるものと考えてございます。 

 以下、時間も限られておりますので簡単に参考資料で御説明申し上げたいと思います。

定住自立圏構想の推進の基本的な考え方は圏域全体として必要な生活機能を確保する、定

住自立圏、これを中心市と近隣市町村で相互に役割分担をして進めて定住の受皿を形成す

るということでございます。その中心市の要件についてはこの1ページの中段に記載のとお

りでございます。人口５万人程度以上、昼夜間人口比率１以上、原則３大都市圏外という

ことでございまして、これが近隣の市町村と１対１で議会の議決を経て形成協定を締結す

る。そして共生ビジョンというものを定めて具体的な取組を進めることでございます。 

 定住自立圏取組市町村に対する支援は特別交付税等、左の下の欄に記載のとおり。取組

状況については順次団体数が増加しておりますが、右下に記載のとおり。２ページに全国

の中心市宣言の状況、また共生ビジョンの締結の状況の図を付けております。それから３

ページにこれは初めてお示しするものでありますが、全国の中心市となりうる市の中で宣

言済みの中心市とそれからまだ未取組である中心市と記載しておりますが、これについて

地方中枢拠点都市となりうる市については四角囲みをさせていただいておるところでござ

います。 

 少し資料を飛ばさせていただきまして、これは土居先生から先般御意見がございました、

いちばん最後のところの参考の２「定住自立圏の取組に係る特別交付税措置額」というこ

とで過去の推移をお示ししています。２３年度４９億円、２４年度６１億円、２５年度６

８億円でございまして、措置対象団体数はここに記載のとおり、２５年度でいきますと中

心市が７９団体、近隣市町村が２３６団体という状況でございます。 

 ちょうど５分でございますので、私からは以上とさせていただきます。どうかよろしく

お願いいたします。 

（戸塚官房長） それでは引き続きまして、事務局から本議事を取り上げた視点と議論す

べき論点について説明いたします。 

（安藤会計課長） 視点でございます。定住自立圏構想につきましては、平成２５年度に

構想のあり方についての研究会を開催したということでございます。より効果的な定住自
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立圏構想の推進という観点から更に公開の場で外部の視点から勉強を受けたいということ

でございます。 

 論点といたしましては、地方圏における定住の受皿の形成という政策目的と成果指標が

上手くマッチングできているのかとか、あるいはこれまでもいろいろ実施しておりますけ

れども、これまで実施していた事業をどのように今後の政策につなげていくのかと、そう

いった点で御議論いただきたいというふうに考えております。 

（戸塚官房長） それでは、これから２時５５分ごろまで御議論いただきたいと思います。 

（北大路） 参考資料の３ページの表を説明していただきましたけれども、この中心市に

なりうるのにまだ宣言をしていないという団体がいくつかあります。そのうち今年から出

た枠組み、地方中枢拠点都市として、たしか人口２０万以上ですよね。それに該当しない

というのがまだたくさん中心市として宣言をしていないわけです。これは宣言をしないと

いうか、取組を行っていないことに関する何か調査、情報をお持ちでしょうか。 

 なぜ興味を持たないのか。何かもう既にニーズがなくなっているのではないかというよ

うな気がしないでもない。なぜかなりたくさんの取組を行っていない、しかも今年からで

きた中枢拠点都市には該当しない都市がたくさんあるのか。これを果たしてこの都市を対

象に今後とも定住自立圏ということを進めていく必要があるのか。もう既に必要があった

ところは手を挙げてしまっているのではないか。つまりそのニーズのないところが残って

いるのではないかという質問です。 

（説明者） 先ほど資料の説明を少し端折りましたので、中心市の宣言の状況からまず御

説明いたします。中心市要件を満たす市は２６８ございます。その中で既に宣言をしたと

いうところが９３、４あるわけであります。と言いますと、まだ１７５の要件を満たして

いる市が中心市の宣言をしていないのではないかということになるわけです。 

 そのうち今日四角囲みで示しました地方中枢拠点都市の要件を満たす市、基本的に人口

２０万以上ということになりますが、こういったところが４７団体ございまして、こうい

った市についてはこれまでの包括的な特別交付税措置が都市圏の規模に対して少し少ない

のではないかというような意見もいただいておりまして、なかなか中心市になるというこ

とについてこれまで取り組みが進んでいなかったということでございます。 

 そういった４７の地方中枢拠点都市、これは新しい制度ができましたのでそちらのほう

の検討が進んでいるという話も聞いてございます。具体的な財政支援措置については来年

度からスタートするということでありますので、その状況を今見極めようとしている段階
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かと思いますけれども、４７の団体については、そちらのほうの取組が進んでいるのでは

ないかと思っております。 

 その４７を除きますと１７５引く４７なので、１２８団体が残ってまいります。こうい

った市についてなぜ取り組まないのかということについて私どもとしましても、昨年一定

のアンケートを行いました。その中で出てきました答えとして取組に結びつかない理由、

１つは合併をした市であるということで、まずは平成の大合併で他の市町村と合併をして

その新合併市の圏域内での連携というものをしっかり作っていきたいと、その次の段階と

して今の市町村域の複数連携であります定住自立圏に取り組んでいきたいと、そういう意

見も多く出ておりました。 

ちなみに、残ります１２８の中心市の要件を満たす市のうち、平成１１年度以降に合併

を経た市は９４団体ございます。残りの３４は合併を経験していな市でありますけれども、

１２８のうち９４が合併を経たということで、まずは新しい合併市の区域内のまとまりを

しっかり作っていくということに専念をしたいというような意見が出てまいりました。 

 ということですので、合併から概ね１０年が間もなく経過をしてまいります。こういっ

たところもこれから合併後の市としてその周辺の近隣の市町村との取り組みに検討いただ

けるのではないかというふうに思っているところでございまして、決してニーズがないと

いうようなことではないというふうに私の認識をしているところでございます。 

（戸塚官房長） では石堂先生。 

（石堂） 資料の中の地方中枢拠点都市ですか、新しい制度ができたというお話があった

んですけれどもこのレビューシートにある定住自立圏という考え方と今度新しくできたと

いう地方中枢拠点都市というものはどんな関係があるのかないのか。 

 今の御説明を聞いていましたら、平成の大合併で合併した市町村が、この資料の中にも

ガバナンスという言葉が出てきますけれども、自分のところをまずまとめるのが最初です

とやっている。そうすると、平成の大合併から、ある意味では定住のための施策が進んで

いたんだろうかという気もします。 

 そうすると、その合併、定住圏、そして今度の地方中枢拠点都市ですか、それらは施策

として一貫しているのか、何か方向転換したのか、その前の施策に対する分析なり反省な

りがあってこういうところを改善したのが、ここだというような御説明がされるのか、そ

こをちょっとお聞きしたい。 

（説明者） 地方中枢拠点都市ですが、これは言ってみれば定住自立圏中心市の要件が人
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口５万人程度以上ということで比較的地方の中小都市でも拠点性があれば中心市となり得

るという形にしたものです。地方中枢拠点都市は全国で６１市が該当するわけですが、政

令指定都市、それから今回要件が改められて基本的に人口２０万以上が中核市となり得る

こととなりました。 

 ですから、これまでの定住自立圏は５万人程度以上、地方中枢拠点都市圏は２０万人以

上ということで、その中心となる拠点都市の規模が違うというのが大きな差異でございま

して、より地方の活性化を図るために相当の人口規模と中核性を備える中心都市について

新たな制度としての地方中枢拠点都市圏を形成してもらおうということがあります。財政

支援措置としましても先ほども若干申し上げましたが定住自立圏５万人以上よりも手厚い

措置を講じることによりまして地方中枢拠点都市圏の形成に資するように考えていきたい

というふうに思っているところでございます。 

 それから、定住自立圏については、１つは合併になかなか取り組めなかったというとこ

ろについて市町村、行政主体としては別の存在ではありますけれども別の主体同士で連携

をしっかりやってくださいという、そういうことが第一の趣旨でございます。ただし平成

の大合併を行ったところでも更に広域的な連携が必要であろうというところについてはも

ちろん定住自立圏構想の対象となり得るということがあります。 

 段階を踏んでいるということでありますけれども、特に市町村合併と、定住自立圏構想

というのは、そういう意味ではある程度役割分担をしながら、また合併を取り組んだとこ

ろでも更に広域な連携を進めたいという場合にも定住自立圏を使えるようにということに

しておりますので、その点の整合というものは取れているのかなというふうに思っている

ところです。 

（石堂） ちょっと３点ほど確認させていただきたい。平成の大合併のときから人口の定

住化と言いますか、そういう目的が合併にあったのかというのが１つ。 

 それからもう１つは、中枢拠点都市というのは２０万以上で、今までは５万だという話

ですけれども、これはそれぞれの都市圏域は、圏域として絶対ダブらない仕組みになって

いるんですかというのがもう１つです。 

 それから、５万だ２０万だという話は分かりましたけれども、基本的にやることは一緒

なのかと思ったんですけれども、最後の説明のほうで手厚くという言葉がありました。そ

このところは定住化構想とは別に今度の中枢拠点都市については今までやらなかったこと

もやるんだということが含まれるのですか。これは質問ではないですが、何となく広域に
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なればなるほど良いんだという思想が、ベースにあるのかないのかというのがちょっと。

できればもう１個確認させていただきたい。 

（説明者） まず市町村合併については、直接の所管ではございませんけれども地方自治

体としての行政能力を強化して、限られた財源の中で行政サービスを充実していこうとい

うことで、これはもちろん地方、合併するのは地方だけではありませんけれども、地方部

で市町村合併を進めるということは行政サービスの充実によって、地方における定住を進

めていこうと、そういうことにつながるというふうに認識はしております。 

 それから、次の圏域にだぶりがないのかということです。だぶりは出てまいります。実

際、２つの定住自立圏に参画しているような近隣市町村がございます。それは私ども決し

て排除しておりません。例えば県境にあるような町で、同じ県内の少し小さい１０万人程

度の中心市の通勤圏にあるというようなことで、その圏域に入っている。それから県境を

越えると実は県庁所在市が隣の県の県庁所在市の近くにあって、それは３０万、２０万規

模であるというところが中心市である定住自立圏域にも入っているというようなことがあ

ります。だぶりというものは当然我々想定はしておりますし、排除していないということ

でございます。 

 それから、定住自立圏と地方中枢拠点都市でございますが、これは規模の違いというの

がいちばん大きくて、定住自立圏でできなくて、地方中枢拠点都市圏でできるというのは

中心市の規模の違いでそういったものが出て来る可能性はありますけれども、基本的には

そういう違いというものは排除しておりません。定住自立圏の大規模版というのが地方中

枢拠点都市圏であり、そこに対する財政措置を充実するということは規模の問題が大きい

というふうに御認識をいただければと思います。 

 それから、できるだけ広域であればいいのかどうかというお話ですが、これは社会経済

情勢の変化、いわゆるモータリゼーションの普及などで時間、距離が短縮をしたというこ

とで従来の広域圏というものを少し広がりを持って考えていいのではないかというのが、

根本にはあります。ただそれは地域の個別の実情に応じて考えていただくべきものであり

まして、必ずしも広がりをより持てば、大きくなればいいということではないかとは思い

ますが、その地域に置かれている実情に応じてできるだけ多くの自治体が連携することが

望ましいというふうに考えています。 

（戸塚官房長） すみません、御議論をいただきつつ、そろそろコメントシートへの記載

をお願いいたします。コメントシートにつきましては、２時４０分ごろを目処に事務局職
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員から回収させていただきましてとりまとめ役の北大路先生にお渡しいたしますので、議

事進行に御協力お願いいたします。それではどうぞ。 

（石堂） 最後のほうで、結局、今回の中枢拠点都市圏のことというのは、いわば定住自

立圏構想の大規模版であるという御説明がありました。我々は、行政事業レビューで定住

自立圏構想推進費がいかがなものであるかということを話し合おうとしているわけです。

その拡大版をやるということは、定住自立圏構想は非常に良かったと、成果があったと、

だからそのまま拡大して進めるんだという事を意味するんですかね。 

（説明者） 定住自立圏では中心市の人口規模の上限というのを設けておりませんでした

ので、御案内のように今回地方中枢拠点都市となり得る中心市、２０万以上の市を排除し

ておりませんでした。ただ、２０万以上のところの中心市宣言の状況というのは今日お示

した資料にありますように、四角囲みで囲ってある市でありますが、正直申し上げて他の

小規模な市に比べますとまだ余り中心市になっていないということもありまして、いろい

ろな比較的大きな規模の市のニーズも踏まえて今回地方中枢拠点都市というものを制度化

をして、自治法に定める連携協約という条約のようなものでございますけれども、これを

定めることによって財政措置も上乗せをしていこうと、そういう考えが出てきたものです。 

 定住自立圏は御案内のようにまだ中枢拠点都市の要件を満たさない比較的小規模の市で

もいろんな事情があって合併を経た等の事情がいちばん大きいと思いますが、中心市にま

だなっていないということもありますので、これは引き続き今回の御審査をいただいてお

りますモデル事業の成果をしっかりと全国に普及、普遍化することによって進めていきた

いと思っています。 

（戸塚官房長） では、土居先生どうぞ。 

（土居） 今の話の続きなんですけれども、地方中枢拠点都市の要件を満たしている市が、

定住自立圏構想でまだ中心市宣言していなくて、まずとりあえず中枢拠点都市のほうの取

組を優先させる、定住自立圏の取組は後回しにするというような判断をするということに

対しては、もちろんそれは市町村の自主性があるということなんですけれども、御省のお

立場としてこういう状況があった場合、どういうふうに捉えられるでしょう。 

（説明者） 先程から申し上げているのですが、地方中枢拠点都市というのは定住自立圏

と全く別の取組をするものではなくて定住自立圏の大規模都市版というふうに理解いただ

ければということですので、これまで取組をしてこなかったところでも自分の人口２０万、

３０万という規模の財政事情に見合う支援措置がなされるということであれば今度は拠点
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都市、言ってみれば定住の大型版ですけれども、これに取り組もうというのが出てきてい

るのと、プライドの高い自治体が多いと思いますので、中枢拠点ということになりますと

これは自分たちの身の丈に合った仕組みではないかというふうな理解をされているという

ようなことで今回、中枢拠点都市であれば積極的に取り組もうというようなところがある

のではないかというふうに情勢は、私のほうではそういうふうに認識しております。 

（土居） そうすると、今でも少ない数ではありますけれども、定住自立圏の中心市宣言

のみしている市町村というのもあるわけですね。これと地方中枢拠点都市になる資格があ

った場合になるということは同じなのか異なるのかというところの違いはどうでしょう。 

（説明者） 中心市宣言だけしているところで、今回自治法の改正があって地方中枢拠点

都市というのができたので、そちらに乗り換えようと、乗り換えるというか更に上のステ

ージの仕組みに乗ろうということであれば、それはそれで当然可能だというふうに思いま

すので、これまでは恐らく定住自立圏の中心市宣言をし、これから近隣の市町村と協定締

結、ビジョンの策定を結ぶ準備をしてきたというものが地方中枢拠点都市になるという場

合の準備とも当然それは全く重なるもんだと思いますので、今までの準備行為を生かして

地方中枢拠点都市として取り組んでいただくということになるのではないかと思います。

決して手戻りが出てくるようなことはないというふうに思っております。 

（土居） それで、あと２点ほどあって、まず１点目から先に質問させていただきたいん

ですけれども、そうすると、だんだん御説明いただいて、両者の性質がよく分かってきた

んですけれど、定住自立圏を形成するためには近隣市町村にも働きかけをしないといけな

くて、そこの部分の取組が弱いと、しょせん中心市ないしは中枢拠点都市が単独で、その

取組は何ら否定するものではありませんけれども、ここで議論になっているテーマからす

ると、単に中心市だけでなくて周辺の近隣市町村も自立圏の中に加わってもらう、ないし

求心力を生かして集まってもらうと、圏域を作ってもらうという取組も併せてセットでや

らないと、まず手を挙げてくださいという話だけでは、極端に言えば人口規模が満たされ

れば中枢拠点都市に名乗りを上げるということと余り変わらないということなんじゃない

かと思っています。 

 それから、もう１点は特別交付税で財政措置をしているという話です。資料を追加で出

していただきありがとうございます。平成２５年では６８億円出しておられるということ

ですけれども、事前勉強会でのお答えでは３月にこれを、特別交付税ですから、御出しに

なっておられるということなんですが、そのタイミングと言うのでしょうか、ないしはそ
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の特別交付税で措置されるということでもって、この定住自立圏に属する市町村の受け止

め方というか、ないしは予算の執行の仕方というところはどういうふうにお考えになって

おられるのかというところが少し気になるところでして、端的に申しますと、４月、年度

初めの段階から特別交付税がもらえるから、それを予め予算で歳入に立てておこうという

ふうに定住自立圏に属する市町村はお考えになっておられるのか、もちろん年度内ですか

らいつ何月に入るかは関係ないといえば関係ないのでしょうけれども、特別交付税という

制度の性格上、余り予めもらえるということを想定できないかもしれないというような面

もあるのではないかと思いますが、その点をお伺いしたい。 

（説明者） 土居先生は交付税制度については大変御詳しい先生でいらっしゃいますので

多くは申し上げませんけれども、特別交付税、今回の定住自立圏構想の推進費というもの

についてはビジョンに掲げていただいた事業を実施する経費として使用したというものに

ついて、特別交付税の算定の手続の中で調査を総務省の方でいたしましてそこで報告の上

がってきた数字について、他の財政措置と重複していないかチェックはいたしますけれど

も、ビジョンに掲げた事業に使った費用で一般財源で措置をされているものについては措

置をするというルールを作っておりますので、その点については受け手の自治体側からは

特に問題があるというような指摘は受けておりません。 

（戸塚官房長） どうぞ、石田先生。 

（石田） 今回の事業レビューシートのアウトカムのところ、総人口に対する地方圏の人

口割合というのは国勢調査を待たないとわからないということで空欄になっていますが、

これだと定住自立圏構想、このモデル事業に取り組んだ自治体と、取り組んでいない自治

体で人口の流出に歯止めがかかったのかどうかが分からないので、成功したかどうかの分

析ができないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。更に成功したかどうかが分

からないのに中枢拠点都市ということでどんどん広げていかれようとしているのですが、

そのことについてもお伺いしたい。 

（説明者） この成果目標の設定については大変悩ましいところがございます。と言いま

すのも、今、石田先生から御指摘ありましたように今回レビューの対象となっております

が、いわゆるモデル事業で実施した団体というのは限られている。その一方でやはり全国

に波及をさせて定住自立圏域の定住の促進、それから日本の地方圏の人口の維持というも

のを掲げておりますので、まず最初に掲げた総人口に対する地方圏の人口割合というとこ

ろはレビューの対象の事業からするとかなり先のところまで見通した形での目標設定にな
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ってしまっているということですが、我々としては日本全体でこの取組を元に全国にモデ

ル事業の事例が広まって、自分たちで工夫をして事業を考えてもらって、定住自立圏域の

人口定住を促進しようということですので、日本全体で、まず総人口に対する地方圏の人

口割合を２２年度並みに２７年度を維持するというのを掲げさせていただいたということ

です。 

 それでは余りにも大きすぎるということで、２点目としまして、定住自立圏域における

人口増減率というものを地方圏全体の人口増減率よりも上回るようにしようと。定住自立

圏構想に取り組んだということでもって他の地方圏よりは人口増減率は上にいったという

ことを目指そうと考えておりまして、このモデル事業を実施した団体だけに着目するとい

うこともあるのかもしれませんが、これはモデル事業で他の全国の定住自立圏域にそれを

波及をさせるという事業の性格からして少し範囲が広い形での目標を掲げさせていただい

たということでございます。正直石田先生の御指摘はよく理解できるところでありますけ

れども、やはり国の事業でございますので全国あるいは全国の定住自立圏域における数値

目標というふうにさせていただいているというところです。 

（戸塚官房長） すみません、そろそろコメントのシートができましたら回収させていた

だきますのでよろしくお願いします。引き続きどうぞ。 

（石田） そうすると、定住自立圏構想の今回のモデル事業に手を挙げているところとそ

うでないところと人口の流出の差があるかどうかという分析がないままにどんどん先に進

んでいくという理解で良いのでしょうか。 

（説明者） 自立圏構想については、一定の期間をもってビジョンを作りまして実証して

いくと。これは基本的に５年間でございます。１年１年できちんと検証を評価しろという、

そういう御意見もあるかとは思いますが、一定の期間、中期的な計画期間を経て効果が出

たかどうかということを検証すべきではないかというふうに思っておりまして、２１年度

からの取組でございまして、５年経ったわけでありますけれども、その一定の成果という

ものが出ているかどうか分からないのに地方中枢拠点都市というものを進めるのかという

お話ですけれども、人口の数字が２７年度まだ出てはいませんけれども着実な取組が進ん

でいるという評価もいただいているところでございますので、この時点で地方中枢拠点都

市というものを進めさせていただきたいということであります。どうかよろしくお願い申

し上げます。 

（土居） 事前勉強会でも申し上げたんですけれども、やはり住民基本台帳人口で途中経
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過を見るということぐらいはやっぱりやったほうが良いんじゃないかと思うんですね。１

年１年で一喜一憂してはいかんというのはあるんですけれど。かといって途中経過も見な

いで５年経ってからやっと結果が出ました、上手くいったところと上手くいかないところ

がありましたというのでは、余りにも政策のフィードバックが５年経たないと出てこない

のは遅すぎるという感じがします。せめてある１年だけマイナスの人口増加率になったと

いうことだから駄目だとは言わないけれども、途中経過を見ながら、若干増えたり減った

りしながらも微増になっているとか、そういうようなことが分かるのであればそれでいい

とは思うのですが。私のコメントです。 

（戸塚官房長） 有川先生。 

（有川） 私も全く同じ意見です。トータルとしてその政策事業は効果が上がったかどう

かとは別に政策事業を遂行していく過程で常に見直さなきゃいけないはずなんで、見直し

の資料、あるいは測定のタイミングというのが非常に事業が終わったあとでもまだ測定で

きないというのは見直すタイミングが全く確保できないのではないかという問題意識は私

も共通しています。 

 それから、冒頭、北大路先生から御指摘があった定住自立圏構想の形成取組数の伸びが

鈍化してきたというのは私も事前勉強会で再三原因は何ですかとお伺いしたんですけれど

も、今日初めてアンケートを取ったという話と、ほとんどが合併した団体だという御説明

があったんですが、何のために２回事前勉強させてもらったのか分からないなという悲し

い気持ちになりました。 

 それから、合併した自治体をこのあとどのように誘導して取り組んでいくのかというそ

のせっかく取ったアンケートの結果の改善策がちょっと分からないなというのがあります。 

 それからもう１つ。これも事前勉強会で再三お伺いしたんですが、ひょっとするとこち

らのほうも新たな説明があるのかもしれませんが、委託調査事業、モデル事業ですので成

功事例をいくつか見せるだけではなくてやった事業全体の状況の把握と成功した事例、失

敗した事例のそれぞれの原因分析をしないと、それを他のところの自治体に展開していく

ことは不可能だと思いますので、その辺のところはどうなんでしょうか。やはり原因分析

はしていないのでしょうか。それとも全体の伸びの鈍化と同じようにアンケート調査して

いるんでしょうか。 

（説明者） アンケート結果を御報告していなかったことをこの場でお詫びします。何も

見直しをしていないのではないかというのは、そこは今日お配りしています参考資料にも、
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昨年７月に有識者により設置する今後のあり方に関する研究会というものを設けまして、

そこで１０圏域の現地調査も行いました。それから有識者の会合を５回行いましてこの３

月に最終報告をまとめたと。 

 その結果として、まず財政措置について充実をするべきであるということ、それからガ

バナンスという表現はいかがというご意見があるかと思いますけれども圏域内の市町村に

よる定期的な意見交換の場の設定が必須であるということ。それからこれは我々に与えら

れた課題でありますけれども、定住自立圏における先進的な取組事例やノウハウを客観的

な効果も交えて自治体に情報提供をしていくことと、既にこういう御意見をいただいてお

りまして、この中には最近よく言われます失敗から学べということもございます。 

 上手くいっているところだけを示すのではなくて、失敗というか、上手くいっていない

ところについてもその要因を分析して示すということも有用だと思いますので、有川先生

の御指摘、誠にごもっともだと思いますので、しっかりこれから研究していきたいという

ふうに思います。 

（須藤） １点申し上げます。基本的には定住自立圏構想のアウトプット、アウトカムが

明確に出ているかどうかというのはなかなか難しいと思います。僕は今鳥取県と三重県の

アドバイザーを知事に頼まれてやっているんですけれども、特に鳥取県の場合は米子、境

港を中心に定住自立圏構想に入っていると思うんですけれども、内閣府の特区構想、あと

経済産業省の支援を受けるとか、農水とか厚労省の地域包括ケアの構想をやるとかいろい

ろ政策ミックスで自治体は政策を組み合わせて動いているわけですね。そういうことを考

慮して効果もかなり複雑なものになると思うんです。でマイナス効果のある分野もあると

思うし、お互いに相乗効果でプラスに出て来る面もあると思います。 

 そういう可視化って言いますかね、僕は政策はだぶっていいと思います。自治体側の発

想からすると。それを上手く使いこなして企画するのが自治体の能力ですから。それでい

いと思います。ただ政策当局も自治体は自治体なりに各省庁の政策あるいは総務省の中で

もテレコムのＩＣＴ街づくりもあるし、自治行政のこういう政策もあるしということで見

ているんだけれども、中央省庁が上手くそこら辺が見えているかどうかというのが僕には

よく分からない。それはオプションとしていっぱい出すことはいいと思います。問題は政

策担当者たちがお互いに全省庁の動きが全部は知らなくてもいいと思いますけれども大ま

かに把握できているかどうかが重要だというふうに思います。質問としてはそういう努力

をされているのかどうかということです。 
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（説明者） 大変重要な御指摘だと思います。定住自立圏構想を始めましたときに、今日

お配りしている資料の１ページの左下の市町村に対する支援のところで、いわゆる各省に

よる支援策は総合的に対応していくんだよということで、各省にもお願いをいたしました。

産業振興、教育分野など推進のための関係各省による事業の優先採択というところをお願

いしているわけでありまして、具体的に我々としましては共生ビジョンが策定をされます

とこれは総務省に提出をされます。 

 これは各省のほうに通知をしまして、ある圏域でこのようなビジョンを策定したので、

各省の支援メニューの採択等はよろしくということを申し上げておりまして、その辺のフ

ォローがどこまでできているのかということについては、これは御指摘も踏まえてまた更

に宿題とさせていただきたいと思いますけれども、各省連携というのは定住自立圏構想推

進の１つのキーワードでございましたので、その点はしっかり取り組んでいきたいと思っ

ています。 

（石堂） 成果の確認がまだできてないじゃないかという御意見がたくさん出ましたけれ

ども、その中の御説明の中で、成功した取組事例はたくさんあるというお話で、それがこ

の資料にも付いている各定住自立圏でこういうものがありましたよという事例だと思うん

ですけれども、実際のところ過疎に悩む市町村というのは、これに手を挙げていようと挙

げていまいといろんなことをやっていて、ゆるキャラで名を上げたところもありますけれ

ども、みんな必死になって官と言わず民と言わず努力していると思うんですね。 

 今回挙げたものはたまたまこの施策に乗ったところで発生した事例を紹介しているとい

うことに過ぎないように私には思えて、やっぱりこういう事例があったから、この施策が

成功しているんだと、そこまでは言えないんじゃないかなというふうに思えたのが１点。 

 それからもう１つ。先ほどから人口の増減で成果を示すことについていろんな御意見が

出ているんですけれども人口をめぐる施策であるから、成果も人口の増減で見ようという

のは一見当然のように思うんですけれども、実際その人口が増えるか減るかというのは非

常に複雑な要因で動くと思いますので、５年後にそれを調べて増えたから、この施策の成

果だったという手前味噌な分析をするのはあれかもしれませんけれども、それは最後まで

言い切れないんじゃないかという気がしますね。では何をもってやればいいんだと言われ

ても私も妙案はないんですけれども。そういう意味で人口の増減をこの成果指標に掲げる

こと自体に本当は無理があるんじゃないかという気がするんですけれども。 

（説明者） もう何回か同様の議論をさせていただいているんですけれども、まさにおっ
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しゃるとおりだと思います。この取組だけで地方の定住促進を図れるとは、そこまで我々

自信を持って考えているわけではありません。各省の施策もありますし、地方自らの自助

努力によるものが相まって地方での定住を促進していくということだと思います。 

 ということで、人口そのものを目標に掲げるというのは、いささか無理があるのではな

いかという御指摘、これもごもっともだと思いますが、何しろいろんな手立ての１つとし

て、この市町村間の連携による行政サービスの強化ということで定住を進めて行こうとい

うことでありますので一番最後の究極の目標としての人口の維持、減少防止ということは

掲げさせていただいて、かつ定住自立圏域で見た場合に他の地方圏よりも減少率が少なか

ったというようなことで目標を設定して取り組んでいきたいと。 

 ちょっとかみ合っていないなというところは正直私どもも思っているところであります

が、それは大きな目標達成に向けての、小さいとは申し上げませんが１つの有効な取組と

して機能させていきたいというふうに考えますので、御理解いただければありがたいと思

います。 

（北大路） 勉強会のときに学んだかもしれないのですが、今年から包括的な財政措置と

いう、特別交付税が４０００万から８５００万になったのは何が理由でしたっけ。 

（説明者） これは直接的にはこれまで５年経過してくる中で各圏域の取組状況を現地調

査も行いました。それから先ほどのアンケートというものも行いました。そこでの議論、

研究会を設置して議論をした中でやはり特別交付税措置については特に規模の大きなとこ

ろに配慮して上限を倍増すべきではないかという御意見が出たものですから、それを踏ま

えて財政措置の拡充をさせていただいたということであります。 

（北大路） だいぶ大きくなったと思うんですけれども、根拠は倍以上ですよね。その倍

以上にする根拠は何かあったんですか。 

（説明者） 圏域の大きさということでいきますと、当初想定していたのが中心市プラス

近隣の３市町村程度のミックスかなというふうに想定していたのでありますが、実際に出

てきた例では中心市プラス５程度の圏域が標準的なものとして出てきたということで、そ

うしますと中心市にかかるコストというものも大きくなってまいりますので、実際需要が

増えるという意味ではそういった圏域の実際の状況、当初想定したものより大きなものが

出てきたということで財政措置も上乗せするべきではないかということになった次第でご

ざいます。 

（戸塚官房長） 石田先生。 
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（石田） 今のことに関連して、国の財政には限りがあるわけですよね。手を挙げて特別

交付税をあげるというと、ずっといつまでも出し続けるんですか。 

（説明者） 特別交付税というのは一定の割合が決まっておりまして総額が決まっていま

す。その中で地方の自治体の中でどういう経費に充てるということが全体の理解を得られ

るかということでその枠内でやっているものでありまして、これについては優先度が高い

ということで措置をしていこうということでありますが、では未来永劫続けるのかという

お話でありますが、特別交付措置をするということで中心市なり協定を締結しビジョンを

策定をしてきているということがありますので、少なくともビジョンの計画期間は５年が

基本であります。当然そのビジョンの計画期間中は継続をするということで続けて行きた

いと考えておりますが、未来永劫やるかのかどうかというところはまたそれは別に議論を

しなければいけないと思っております。 

（石田） ５年でも出し続けると、やはりモラルハザードが起きると思うんですね。自助

努力を止めてしまう可能性があるので最初の立ち上げの２、３年は特別交付税で措置をし

ても、そのあとは自分でできるように展開してくださいよと、更に自ら成果がない、やめ

たほうがいいと思うものなら、やめてくださいよというほうがいいと思うんですね。ぜひ

出し続ける、５年ちょっと長いかなと思いますし、手を挙げるところがいっぱい出てきた

ら配り続けるのかというのも疑問なので、そこは一度立ち止まって考えていただけたらと

思います。 

（説明者） はい。ビジョンの計画期間中は措置をさせていただくというのが私どもの基

本的な考え方でありますけれども、無駄な事業を続けるということはもちろん意味があり

ませんので、これはやめた事業については当然措置をしませんので、適切に財政措置をす

るように実情を踏まえてしっかり検討していきたいと思います。 

（戸塚官房長） どうぞ。 

（土居） コメントです。石田先生のおっしゃっていることには興味があり、賛成です。

もう１つ大きな、大局的に見たときに定住自立圏の候補に中心市の要件を満たしているが、

まだ中心市の宣言をしていないところが１７５あるということなんですけれども、１７５

を皆、中心市にするということは、今目標にはなっていないので、まだ私はそれでいいと

思っているんですけれども、いろいろな方法、いろいろな制度に則り、それぞれの地域で

人口流出を食い止めるということは可能なわけですね。 

 例えばこの中にも政令市だけれども中心市の宣言をしていないというところも含まれて

 -32- 



いるわけでして、そう考えるといろいろな財源ないし、いろいろな仕組みを使ってそれぞ

れの地域の自主性で人口流出を食い止めるという仕組みがある。ただ１つの選択肢として

定住自立圏という仕組みがあるというような位置付けで考えたほうが良いんじゃないか、

つまり何を申し上げたいかというとこれらを全部中心市の宣言をしてもらうというところ

が究極的な目標じゃないとは思ってはいますけれど、もしそういうようなトーンがあると、

ついつい財政措置で促して、とりあえずまずは宣言してもらってというふうになりかねな

いという気もいたします。 

 ですから、逆に言うと、これは意見で、お答えいただくつもりではないのですが、極端

に言えば「定住自立圏という方法は、我々は使いません」という市町村が仮に出てくれば、

「それはそれとして別の方法でやります」ということをおっしゃる自治体があれば、それ

はそれで１つの方法だということとして受け止めていただくということもあるんじゃない

か。当然それで定住自立圏以外の方法で人口流出を食い止めますというならば、違う仕組

みではサポートすることはあるかもしれないけれども、今のここで議論になっている枠組

みでサポートするということはないという、そういうメリハリ、メニューがあって選択し

てもらって、その選択してもらったもので自主的に一生懸命やっていただく。どれもある

から、それを全部使えるから、みんな使っていいですよ、みんなそれぞれ使えますよ、ど

うぞどうぞというようだとやはり自主性が少しおろそかになってしまうのではないかとい

うふうに思います。 

（戸塚官房長） コメントがあれば。 

（説明者） はい。まさに定住自立圏取り組むか、取り組まないか、これはそれぞれの自

治体圏域の判断ということで、土居先生のおっしゃるとおりでありまして、我々もこの制

度、客観的な数値に基づいて中心市の要件を定めておりますし、いや、うちは国の制度で

は中心市の要件満たしていると言われるけれども地域の状況を見ると必ずしもそうではな

いというところも実際にあるようでありまして、そういうところにも無理やり中心市宣言

をさせて、広域的に取り組めというのも無理だと思いますので、むしろ我々１７５全部な

ってくれればありがたいんですけれども、もちろん自主性の尊重、地域の実情を尊重して

有効活用されるところではしていただくという考え方で臨んでまいりますので、土居先生

の御意見、まさにごもっともだと思います。 

（戸塚官房長） それでは、そろそろ時間になりましたので、とりまとめ役の北大路先生

のほうから先生方に記載いただいたコメントシートから代表的なものを御紹介いただきま
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して票数の分布、評価結果案、とりまとめコメント案を御説明願います。よろしくお願い

いたします。 

（北大路） 今回は定住自立圏構想そのものに関する議論が多くありまして、もう一方で

推進費という、モデル事業で、これと２つの点でコメントをいただいています。先に、今

回事業レビューということですから推進費の効果に対して評価をするということになりま

すが、しかしながら推進費は構想があってこその推進費でございますので、その定住自立

圏構想そのものに関する議論、コメントから先に御紹介したいというふうに思います。 

 まず成果目標、成果指標の設定を抜本的に改める必要があると、中心市要件を満たす市

がすべて定住圏を形成することが本当に人口流出防止に効果があるのか自明でないという

ことで政策そのものに関して疑問があるというコメントとなっています。定住圏形成に取

り組む自治体の伸びが年々鈍化してきている、その原因の分析が不十分である。原因の分

析をすべき、これもアウトカム指標の設定をちゃんとして、それによって現状を把握して

いくべきだというご意見でございます。定住自立圏構想に取り組まない自治体のほうが多

い。本来、実は自治体のニーズがないのではないか。定住自立圏構想に取り組んだか否か

で人口流出に差があるのかどうか、分析が必要である。現状では成果が上がったか、上が

っていないかは不明であるというコメントです。 

 一方で推進費のほうでございますが、これはモデル事業に対して支援をするという事業

でございます。資料として示された各定住圏における新製品、イベント等は過疎に悩む地

方市町村で官民を問わず取り組んでいる事例ばかりであって、国の支援があったからとい

うのは言い難いのではないかというような御意見です。モデル事業づくりという種まきは

終わったのに、今後このモデル事業の追跡調査をするとともに、ホームページ等で全国の

モデル事業の成功と失敗分析を開示して情報共有するということをしていただきたいとい

うことであります。 

 それで票でございますが、今回推進費のほうですが廃止が１名、事業全体の抜本的な改

善が４名、事業内容の一部改善が１名、現状どおりはありませんでした。従いまして、４

名の方の評価であります、「事業全体の抜本的な改善」というのを今回の評価結果案とした

いというふうに思っております。 

 コメントのほうですが、事業の課題、問題点そしてこの評価を選択した理由、根拠とい

うことですが、まず先生方全員のお考えと思いますが、成果が不透明ということを書きた

いと思います。定住自立圏構想の成果が不透明である。成果が把握できていないというこ
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とを書こうと思います。これに対応する見直しの方向としては定住自立圏構想の成果指標、

成果目標を設定し、これを把握し明示すべきである。その際、住民基本台帳人口等を積極

的に活用する。これが今の最初のくだりに対応する見直しの方向です。 

 ２つ目、もう１つなんですが、定住自立圏構想に関連する他の施策との関係の整合性が

分からない。これに対応する見直しとして他の施策との関係を可視化すべきである。それ

から今回の事業のほうですが、定住自立圏構想の推進費の意義が不明である。基本的に必

要かどうか、本当にこの推進費の成果かどうかが分からないという意味合いのコメントか

ら受けて、意義が不明である、その推進費がどれだけの波及効果があったのかを明確に追

跡して公表するべきであるというような内容にしたいと思っています。 

 先生方コメントお願いします。 

（須藤） 効果が分からないというまとめ方に対して多くの方はそうお考えだと思います

けれど、私自身が施策を自治体でやった経験で言うと、特に定住化というのは極めて重要

な政策で日本海側とか九州とか四国とか東北にとってはかなり重要な政策になると思いま

す。この効果は５年とか１０年で出ない可能性があるんです。私は澄田県政のときに島根

県の長期構想で定住化の政策を県の職員の方々とやりました。シンクタンクなんか一切排

除して自分たちでやりました。データを取って。 

 その結果、今２０年経っていますけれどもやっと効果が出始めたんです。島根県は人口

減です。この石見地域は。それは予想できていました。我々の構想は中海、宍道湖圏域に

連携都市構想を作ってここに商業が成り立つぐらいの人口集積をさせようと。大体今鳥取

県も合わせて６０万ぐらいは集積できていると思います。そうなると経済が回り始めるん

です。全国平均よりも居住環境は今中海、宍道湖圏域ではよくなっているはずです。ここ

までくるのに２０年かかったんです。 

 だから、ある１つの政策を５年やそこらでアウトプットという、これがソーシャルイン

パクト、アウトカムですよね。ここまですぐに直結できるというような見方を私は採用し

ません。したがって多くの御意見はそうなっているということでいいんですけれども、一

部は違う意見を持っているというふうに書いていただければと思います。 

（北大路） 成果が不透明という言い方はそぐわないと。 

（須藤） ある程度長期的にフォローアップしてみる必要がある。 

（北大路） 成果指標、成果目標というのを人口で置いていますがこれについては。 

（須藤） 人口は１つの指標として重要になると思いますけれども、それだけじゃないと
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思います。定住化戦略というのは、例えば２０代から３０代の女性が住む気になるかどう

か。これには医療の水準とか介護の環境とか全部からんでくるわけですね。他の政策との

ミックスが必要なんです。だからそういう期待値を満足度とかいうものも見ないと正確で

はない。人口だけでは割り切れないところがあると思います。 

（土居） 須藤先生のおっしゃるのはそのとおりだと思うのですが、これは総務省の政策

なんですね。当然医療、介護は定住自立圏を形成する上で重要なんですが、これは厚生労

働省の政策なんですね。そうすると、それでも政策目標を掲げなくてはならないわけで、

そうすると自分たちでコントロールがすべてはできないけれども、ある程度政策ツールを

持っていることとその目標との間の関連性が高いものを、少なくとも成果指標にはあげて

おく必要があるとは思います。 

 人口は１つだと思いますからそれは良いと思いますけれども、例えば医療・介護の満足

度みたいな話が目標に掲げられたとすればこれはほとんど総務省ではどうしようもないよ

うな、つまり総務省が持っている政策ツールではその目標値を高めたくても、ダイレクト

には、かなり間接的にも難しいかもしれないようなものなので、そこはより連関の高いも

のを少なくともこの政策についての成果目標ないしは成果指標とするべきではないかと思

います。 

（北大路） 我々、政策評価論の中ではアウトカムそのものが遠い将来起こるとかいうケ

ースのときには、遠い将来把握しても意味ないので、ベースラインのデータを取り続ける

ということをすごく重視しているんですね。ですから成果がまだ把握できないというのは

確かにそうかもしれませんが、成果を把握できる体制を取るということが必要かなと思い

ます。そういう表現で、例えば定住自立圏構想の成果を把握できる体制を拡充すべきであ

ると。把握できる仕組みを拡充すべきであるというようなことではどうでしょうか。では

そのようにさせていただきます。 

（戸塚官房長） それでは、どうもありがとうございました。それでは２件目の案件に係

る議論を終えたいと存じます。なお、石堂先生にご担当いただく関係はここまでとさせて

いただいております。石堂先生本日はどうもありがとうございました。 

 また、本件の最後の案件に関わる御議論につきましては、このあと１５時２５分ごろか

ら開始したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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（３）無線システム普及支援事業（周波数有効利用促進事業） 

（戸塚官房長） それでは皆さんおそろいでございますので、本日最後の案件に入ります。

なおここからは東洋大学大学院経済学研究科長、経済学部教授の山田肇先生に加わってい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に無線システム普及支援事業、周波数有効利用促進事業について担当部

長から資料に沿いまして５分以内で説明をお願いいたします。 

（説明者） それでは御説明差し上げます。事業名といたしましては無線システム普及支

援事業、周波数有効利用促進事業でございます。 

 事業の目的でございますけれども、拡大する電波利用に迅速・適切に対応するため特に

公共性の高い防災行政無線（移動系）及び消防・救急無線のデジタル化を促進し、周波数

の一層の有効利用を図ることを目的としております。 

 事業の概要といたしましては、１５０MHz帯の周波数の電波を使用する消防・救急無線か

ら無線と１５０MHz帯又は４００MHz帯の周波数の電波を使用する市町村防災行政無線、こ

れら２つにつきまして２６０MHz帯の周波数の電波を使用する税の負担というものを市町

村が行う場合につきまして、国がその費用の一部を補助するものということになってござ

います。 

 ここから補足説明資料で説明を続けさせていただきます。補足説明資料のスライドの１

番でございますけれども、こちらの囲みの中は先ほど説明させていただいたところでござ

います。左側にア、イ、ウとありますが、対象といたしましては市町村ということで特に

財政力の弱い市町村を優先して実施ということになってございます。負担は国が２分の１、

市町村が２分の１を負担するということでございます。予算額につきましては平成２５年

度の２５億円、平成２６年度は３３．６億円となっております。 

 この事業のイメージ図を右下に書いてございますけれども、説明させていただきました

とおり、市町村消防が使っております無線システムにつきまして製品の支援をしていくと

いうことでございます。防災行政無線にはこの他同報系と呼ばれています拡声器を用いま

した住民への情報伝達システムもございますけれども、こちらにつきましては現時点では

対象となってございません。現時点でのデジタル化率は防災行政無線について３７．６パ

ーセント、消防・救急無線は４０．６パーセント、これは平成２４年度末でございます。 

 この事業のアウトプットといたしましては、この補助金がきちんと適切に執行されてい

くということでございますけれども、アウトカムといたしましては、このデジタル化率と
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いうものを高めていきまして、平成２８年度におきまして消防・救急無線につきましては

１００パーセントを達成すると。防災行政無線につきましては５０パーセントまで持って

いこうということがアウトカムとなってございます。 

 スライドを１枚めくっていただきまして、平成２５年度から事業を開始してございます。

これまで平成２５年度予算、それから平成２６年度予算におきまして、スライド２番にあ

りますような交付決定をしているところでございます。これにつきまして事業につきまし

て現在始まってまだ継続中ということで実際に完了したものというのはございません。と

いうことでレビューシートにあります数値につきましては現時点では予算上の枠というこ

とになります。 

 それで、スライド３番でございますけれども、この施策が電波利用料というものを使用

しておりますのでそれの概要を簡単に御説明させていただきます。スライドの３番ですけ

れども電波利用料と申しますのは無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に

要する費用を、その受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただくという

ことで、いわゆる電波利用の共益費用、マンションの共益費用などに例えて共益費用とい

う言葉で説明させていただいております。３番目の「・」にありますとおり、この電波利

用料の使途につきましては電波法によりまして具体的に限定列挙されているということで、

左下にあるような使途に現在使われてございます。 

 それでは、その次のスライド４番でございますけれども、主な使途を図示したものでご

ざいます。電波監視から始まりまして、総合無線局管理システム、それから電波の安全性

の調査、それから地デジへの移行、それから今やっております周波数有効利用促進事業と

か、携帯電話などのエリア整備事業、それから電波資源拡大のための研究開発といったこ

とに使っています。 

スライド５番でございますけれども、電波利用料の使途ということで、先ほど法律で限定

列挙されているということでございますけれども、下の囲みにありますとおりこの電波法

を昨年、平成２５年に改正いたしまして、新しくこの第８号という業務が追加されまして

今回の補助金の事業につながっているということであります。 

 何でもかんでもこれで使えるということではなくて、電波利用料としての使途といたし

ましては、上の①から④にありますとおり、電波法を施工するために必要な事務であるこ

と、それから電波の適正な利用確保をする上で不可欠であること。それから事務の内容、

金額は一定の範囲に限定されること。それから無線局全体の受益を直接の目的とすること
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というような判断基準を設けましてこれにきちんと合致するというものが法律の中に定め

られまして使用しているということでございます。 

 それから、スライド６番を見ていただきまして、今回の周波数再編、電波利用の適正な

利用の確保に資するのかということでございますけれども、周波数の利用というものが

様々な分野で広がっているということで利用効率が高いデジタルシステムに様々な無線に

つきまして一定の成果を進行させているところでございます。 

 これらにつきましては、情報通信審議会でありますとか、利用料状況調査それからそれ

に基づく周波数再編アクションプランといった中で計画的に進めているところでございま

す。今回の１５０MHz帯もしくは４００MHz帯を使う消防救急無線とそれから防災行政無線

につきましては、２６０MHz帯に移行しているところでございます。特に消防・救急無線に

つきましては、平成２８年５月末という期が定めて進捗を図っております。 

 これらが移行した後につきましては、消防の跡地につきましては、情報通信審議会、先

ほどの御審議にありまして鉄道でありますとか、水防で運用するという方向で検討が今進

められているところでございます。防災行政用の１５０、４００メガ使っておりますけれ

どもこちらにつきましても将来的にきちんと使えるようにしていくということで、対策を

進めて、きちんとデジタル化していくということが必要だと考えております。 

 従前よりも周波数の移行については免許人の方の御協力いただきながらやっているとこ

ろでございますけれども、通常免許は５年間それを大体２回分ということで１０年間かけ

て移行させるということが通常やられているところでございます。それからこういったと

ころにつきまして、きちんと１５０メガ、４００MHz帯のアナログ跡地を適切な新しいシス

テムあげていると。 

 早期に割り当てていくということにつきましては免許人の自助努力というものが原則で

はありますけれども特に自治体につきましては非常に財政状況厳しいということもありま

して、そういったところについてきちんと補助をしていこうと。先ほど説明いたしました

とおり消防・救急無線、それから防災行政無線につきましては特に公共性が高い無線シス

テムであるということでありますので、こういったものをより適正に利用を促進していく

ということから電波利用料による補助制度を活用して移行を促進していくことが無線局全

体の受益につながり適切であると考えているところでございます。また先ほど申し上げま

したとおり、使途が際限なく拡大しないよう法律で限定していると。国会での御審議を踏

まえているというところでございます。 
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 それから、スライド７番でございますが、予算の執行の適切ということにつきましては

きちんとコスト面から審査をしているということでございまして、アナログからデジタル

に移行に必要なものに限定しているところでございます。 

 下の「・」が２つありまして１つ目ですけれども、補助の対象となる設備が含まれてい

ないか、それからそのコストが十分妥当なものになっているか等につきまして自治体から

出ています申請書をきちんと精査いたしまして、その上で執行交付決定を行っています。

また自治体が執行する際には競走入札等にかけましてきちんと更にコストが低減につなが

るというふうに考えています。また執行状況については総務省からきちんと定期的にウォ

ッチしていくということで対応してございます。 

 それから、次のスライド８番。我々きちんと自治体から意見を聴取しながらやっていこ

うということで、機会あるごとに自治体の方々から意見を聞いておりまして、本事業につ

きましても当初、防災行政無線がないところについては消防のデジタル化であっても対象

にならないというような対応をしていたんですけれども、これにつきまして自治体の方々

から消防無線がデジタル化されればその分の周波数が空くということで電波の有効利用に

つながるのではないかという意見もいただきまして、これにつきましてはその方向で対応

したということでございます。 

 それから、防災行政無線につきまして、当初平成２８年中までにデジタル化を完了する

ということをもって消防のほうのデジタル化へも補助金を支出するということとしており

ましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、自治体につきまして財政状況が非常に厳

しいとことがございまして、２つを非常に近い時期にやるということはなかなか大変であ

るということから、これにつきましては、防災行政無線につきまして、１回再免許したあ

とに次の次の再免許までにはデジタル化をしていただくということで、そのような形で交

付要綱の改正をしているところでございます。 

 それから、消防につきまして平成２８年まででございますけれども、防災行政無線につ

いて平成２９年以降も引き続き支援の対象としていただきたいということで要望が上がっ

ております。これにつきましては元々当初平成２５年から２８年までということで事業の

期間を考えてございましたけれども、これにつきましては、来年度の執行状況、それから

皆さん、自治体の方からのご要望を踏まえて検討していきたいというように考えてござい

ます。 

 この後、参考でございますけれども、スライドの９番は１５０MHz帯移行後の利用計画に
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つきましては先ほどのアクションプラン若しくは審議会での諮問によって進めているとこ

ろでございます。 

 それから、１０番目のスライドで電波の利用状況調査の概要、それから最後の１１番目

にデジタル化の意義ということで、無線局を実体化して有効利用させていきたいというこ

とで我々事業を進めているところでございます。以上簡単でございますが説明させていた

だきました。 

（戸塚官房長） 続いて事務局から本事業を取り上げた視点と議論すべき論点について説

明いたします。 

（安藤会計課長） まず視点でございますが、本件は、２５年度開始事業でございます。

２８年度には消防救急無線につきましては１００パーセントに移行といったことを考えて

います。そういったことでよりよい制度に送検していく必要があるということです。 

 それから、論点としては、補助の内容が妥当なものになっているのかという点。それか

ら、１５０MHz帯等の電波の適正な利用の確保に向けまして、本事業が適切になっているか

というようなことを御議論いただければと思います。 

（戸塚官房長） それでは、これから１６時１０分ごろまで御議論いただきたいと存じま

すのでよろしくお願いいたします。山田先生お願いします。 

（山田先生） この事業の交付要綱を拝見したんですけれども、３つの地域、条件不利地

域と原子力事業所から概ね３０キロメートル地域と、南海トラフ巨大地震等の発生に備え

て緊急に地震防災対策を推進する必要がある地域の中で直近の財政力指数が低い地域及び

直近の経常収支比率が高い市町村を優先するというふうになっています。 

 交付決定団体の一覧を拝見する限り、例えば原子力事業所から概ね３０キロメートルの

地域の自治体は見当たらないし、南海トラフに関係するところでは高知県はありますけれ

ども、他にはないというところで、そもそも元々の要綱の地域がきちんと選定されている

のかということについて御説明いただきたいと思います。 

（説明者） 今、質問がありました交付要綱上の地域でございますけれども、我々地域を

選定する際に地元の方からこういうふうな計画を考えておりますので補助してくださいと

いう申請、要望をいただいてそれで先ほど御説明がありましたとおり財政力の弱いほうか

ら順番に交付団体として決定させていただいています。 

 先ほどの例えば過疎地とかそういったところについてどこを優先するということではな

くて、どこかにそれがなっていなければいけないという必要条件でありましてその中から
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自治体方が申請をしていただいているということでそれ以外の方が出てきたらだめですよ

という話であって、その中のどこを特に優先するということではありませんし、その中が

均等に出て来なければいけないというものでもございません。 

（山田先生） 続けてですけれども、去年の５月２１日の国会、総務委員会で総務大臣が

「今回の電波利用料を使う部分というのはその中で特に財政力の弱いところを全国で９４

自治体です。」というふうに、およそ１００でもおよそ５０でもなく、９４とぴったし、１

も狂いもない数字を上げられているんですけれども、これと今交付決定、あるいは予定を

している３６とは、どういう関係にあるんでしょうか。 

（説明者） 当初、昨年制度を作っていく中で漠然と税制力の弱いところということで、

支出としては税制力支出と経常経費比率ということで考えておりましたけれども、予算を

要求する際にはどの程度かということをきちんと決めなければいけないということで、そ

のときに用いた自治体の数が大体９４ぐらいという、線で切ったら９４になったというこ

とで、それに基づきまして昨年度の予算が２５億円というような要望をさせていただいて

いるところでございます。 

 ただ、実際そういった我々が９４だと言ったところがすべて要望してくるわけでもござ

いませんし、その他のところからも要望があるということで、そこは予算の範囲内で要望

をいただいた方の中から、財政力の弱い順番に交付先を決定していくということで、その

９４というのは予算制度を作っていく上、それから予算を決める上でそういう数を置いた

ということでございます。 

（山田先生） 普通は国会で、次の国会ぐらいで「答弁と違うことをやっている。」と批判

されないように大臣は、普通はあいまいな数字を言うのが、常識だと思うんですけれども。

９４とぴったし言ったからには、例えばこれから、今ここに書いてある３６がありますか

ら、９４から引くと残りまだ５８ぐらいは想定されているということなんでしょうか。そ

れとも５８も配る必要はないとみてるのでしょうか。もし後者だとするとそもそも想定が

過大見積りだったのではないかというふうに思われても仕方ないと思いますけれどもいか

がでしょうか。 

（説明者） そこにつきましては、今交付決定をしている団体が、その９４の中にすべて

入っているということではなくて、その中からもあって、９４以外の部分からの要望もい

ただいております。そこにつきましては、先ほども申し上げましたとおり予算の範囲内で

あって、かつ条件を満たしていて、条件不利、財政力の弱い順番というカテゴリーの中に
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入ってきた方については、先ほどあった９４以外の方であっても交付決定をしていくとい

うことで対応をしております。 

 なので、残り５０いくつということでは特になくて、これからも、我々の究極的な目標

としてはすべてデジタル化していただくということでございますので、２８年度までどう

しているかという話と、そのあとどうしていくかということについて今後執行状況なども

踏まえてきちんと考えていきたいと思っています。 

（石田） ２５年４月にソフトバンクモバイルが電波利用料の見直しに関する意見募集の

提出をしています。その中で防災行政無線等のデジタル化について意見を述べているんで

すね。そこでは現在の防災行政無線は全国の地方公共団体が個々に導入しているため、地

方公共団体間で相互に通信することができず、情報の共有化等の地方公共団体間の広域連

携を行うことができない。なので、補助金の交付を行うのであれば防災行政無線等のデジ

タル化は広域連携ができるように全国一律で同一のシステムとし、災害に強いシステムを

導入するべきではないかと。 

 更に続けて、東日本大震災のときには被災地の市町村の防災行政無線のシステムが使用

できなかったという事例が報告されているので、地上系のシステムが被災して使えなくな

ることを考え、災害時でも中継線の切断や基地局の倒壊、機器の故障等のリスクが少なく

地上系システムと連携した衛星系のシステムの活用が電波の有効利用につながると考える

という意見が出ているんですが、これについてはどういう御対応になっているのでしょう

か。 

（説明者） 今の御質問ですけれども、まず１点目です。個別の自治体が免許を受けて、

自分で整理するような形であると、他の自治体との連絡が取れなくて無駄遣いではないか

という御指摘だということでよろしいですか。その点につきましては、現在アナログにし

てもデジタルにしてもそれぞれ、アナログはお互いに通信できるんですけれども、デジタ

ルについても相互応援という対応の機能がついておりまして、他の自治体に行っても使え

ないということではなくて、それぞれ直接通信するというようなことが可能になっていま

すので、その部分はちょっと誤解に基づくところがあるかなと思っています。 

 それからもう１つ。その他防災機関、相互で使う無線システムというものを用意してお

ります。例えば消防と自治体の間で通信をするというようなための無線機も用意されてい

ますのでそういったものをいろいろ活用して現場では対応されているということでござい

ます。 
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それから、もう１点目のほうで衛星系を活用してはどうかということで、確かに実際に防

災行政無線の基地局なりが壊れてしまったという事例も当然ありますので、衛星系の活用

というのは当然あり得ると思います。ただいずれのシステムにおいても災害時にきちんと

機能するかどうかというのは１００パーセントという保証はありませんので、我々といた

しましても防災行政無線をきちんと整備することだけではなくて、その他のいろんな情報

伝達システムというものをきちんと使っていただくということが大事だと思っておりまし

て、そのような形で自治体の方にも我々、消防士の方も含めてお願いしているというとこ

ろでございます。 

 ということで、衛星系につきましては、自治体の中での御自身の御判断でそういった衛

星を使った例えば衛星携帯電話とかそういったものを使ったりしているところもございま

すし、もう１点我々のほうでも被災された自治体に対して端末を貸出しをするというよう

な対応も行っておりまして、自治体の方から要請されたら我々のほうで持っております衛

星携帯電話等を貸出しできるというような体勢をとっております。ということで様々な手

段を組み合わせて住民の方々に情報を伝達するということが何よりも大事なことではない

かと思っております。 

（石田） ２分の１を補助しない自治体がシステムを御自身の財源でおやりになるのには、

それはその方々の御判断でと思うのですが、２分の１の補助が入っているということです

から、衛星系のほうを入れたほうがいいということであれば、指導されたほうがいいんじ

ゃないかなと思いますが、その辺はいかがですか。 

（説明者） 自治体がどのような手段を用いて住民の方々に情報を伝達していくかという

のはまさに自治ということで、その自治体の場所とか災害がどういった感じで起るのかと

いうことも踏まえた上で整備されることが必要ではないかと思っております。 

 そういった中で衛星を使われるかどうかというのはまさに自治体の方の御判断でありま

すということと、今回の事業につきましてはあくまでも電波の有効利用を図っていくとい

うことが我々の第一の目的としてありますので、そのために今アナログで使っている方々

がデジタルに変わっていただくことで電波の有効利用につながっていくということから補

助金を出しているということでありますので、新しく衛星携帯を使われるということにつ

いては今回の事業の範囲ではないというふうに現時点では考えております。 

（山田先生） 石田先生の指摘は重要で、自治体、もちろん広域連合の場合もあるわけで

すけれども、これに限って交信できるよりも、全国に交信できたほうがいい場合が多いの
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ではないかというのは重要だと思うのですね。 

 ところが、消防救急については去年の２５年の行政事業レビューでレビューをされた消

防救急デジタル無線の整備に必要な経費という経費が消防庁から計上されていて、そこで

まさに各地域の消防に対する補助が実施をされているんですけれども、その場合にはレビ

ューシートを見る限りは共通波、つまり少なくとも例えば関東地方とか、あるいは全国に

共通の通信ができるようにということは考えているわけですけれども、２つ聞きたいんで

すけれども、今回の経費と消防庁の経費の重複はありませんかということと、例えば補助

金が消防庁からもある自治体に行き、全く同じ自治体にこちらからも行くというようなこ

とはありませんか、それからそのような消防庁が補助しているような共通波のほうがあれ

ば、個別のこういうものが必要がないということにはならないのですか、石田先生もおっ

しゃったように、という３つを質問したい。 

（戸塚官房長） 先生方そろそろコメントシートへの記載を始めていただきたいと思いま

す。コメントシートにつきましては１６時頃を目処に事務局側に回収させていただいて、

北大路先生にお渡ししますので、よろしくお願いいたします。それではどうぞ。 

（説明者） それではお答えしたいと思います。消防庁のほうでも今ありましたように、

補助制度をしているという部分がありましてまさに共通波というふうに呼ばれている部分

であります。消防庁が補助を出しているというのは全国的にその機材が使われるというこ

とで、共通波という部分に限って補助をされているということでございまして、我々のほ

うは何を目的としているかというと、電波の有効利用ということを目的としてやっている

ということで、まず目的が違いますということです。 

 そういう意味で、共通波の部分につきましては、どちらの補助金でも使えると言えば使

えるんですが、両方から補助金を受けるということは当然できませんので、そこはきちん

と分けて実施するということになってございます。もう１つの質問なんでしたっけ。 

（山田先生） 共通波のシステムを作れば個別波のシステムはいらないんじゃないですか

という。 

（説明者） 最初に申し上げたとおり、共通波につきまして、そういうことで全国共通で

使うようなシステムということで全ての消防本部においては共通波というものと、ローカ

ルで使うものと整備しておりますので、共通波だけという使われ方はしていないというこ

とと我々は理解しております。 

（説明者） 今の御質問は消防の活動のことでということであれば、消防が活動するとき
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には、例えば緊急消防の状態で例えばＡ市からＢ市へいって、Ｂ市のところで活動する際

には１つの波だけではできないというところがあります。というのは部隊ごとにいろんな

活動をしていますので、それぞれの部隊がきちっと別の交信ができないといけないという

ことがあります。そのために全国共通波も必要ですけれども、それぞれの例えば府県の波

とか、市町村の波もそれぞれ必要だということになっています。 

（山田先生） 例えばある川のこっち側がＡ県で向こう側がＢ県とか自治体が違うという

ことは多々ありますけれども、そういう場合に川で事故が発生した場合にこちら側と向こ

う側のＡ県とＢ県が協力して救助するということがありますよね。その消防の無線システ

ム、そういう共通波を使った無線システムと個別の域内の消防隊が活動するためのシステ

ムって別の無線機なんですか。そうするとこっちの無線機立ち上げたり、あっちの無線機

立ち上げて、一生懸命こっちでも話し、あっちでも話しという面倒くさいことが起ると思

うんですけれども、そういうものなんですか。 

（説明者） 別なものではありません。１つのシステムで全国波も使えますし、府県波も

使えますし、活動する市町村波って言いますけどもそういうのも使えます。 

（山田先生） そうすると、補助金は別々に与えられているけれども最終的に無線機とい

うハードウェアで見た場合には、１つのハードウェアの中に消防庁からの補助金が入って

いる場合もあるし、総務省から、この電波利用料の補助金が入っている場合もあると。 

（説明者） それはないです。ないのはそれぞれ採択するそれぞれの市町村が別だからで

す。全く別になっています。例えばＡ市が消防庁の補助金を受けた場合は、そのＡ市はこ

ちらの補助金は受けられません。そういうことになっていますので。必ず分けています。 

（須藤） 基本的にデジタル波で電波帯域の有効利用ということは、いい政策だと思いま

す。お聞きしたいのは自治体がそれぞれこのお金をもらって調達かけるわけですけれども、

総務省がそれを調達するときに監視はしているのか。自治体に調達についてですね。要す

るにベンダーにぼられたりとかいうことですよね。できているのか、あるいは自主性に任

せているのかということをお聞きしたい。 

 それから、こういうものは圧縮化が可能ですから、もっとデジタル化によって電波帯域

を複数の目的にいろいろ使えるようになると思うんですけれども、その取り組みはまた別

の施策としておやりになるのか。この中で圧縮なんかも考えろとかっていう指導はされる

のかどうかということです。 

（説明者） 今の御質問についてお答えさせていただきます。調達につきましてですけれ
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ども、先ほど説明させていただきましたとおり、まず我々がその事業に対していくらの補

助金を交付するかという交付決定をするんですけれども、その際にまず見積りを複数社か

ら取って出していただくと。その見積りについても一式いくらという話ではなくてきちん

と個別にこれこれいくらとういことで出していただくということで、まずはチェックをさ

せていただいております。 

 それから、先ほどちょっと話した交付要綱ですけれども、その中にきちんと入札をかけ

るということなっている、いわゆる随契ではないということになっていますので、まずは

補助金の執行額で抑えた上で、更に入札をきちんとかけることによって競走が起って、そ

の中に更に価格が落ちるということで最終的に額の確定をする際には、交付決定をした額

よりも安い額ということで我々としてお話ししていくということ、それからそれだけで十

分かどうかというのもありますので、直接、全部行けるかどうかはあれですけれども、と

りあえずきちんと自治体の方からきちんとヒアリングをして、事業がきちんと進捗されて

いるのかどうかということもきちんと見ていこうと、これから見ていこうということで考

えてございます。 

 それからもう１点の質問でございますけれども、圧縮の話でございます。デジタルした

ときのメリットとして、当然圧縮することによって帯域を小さくできるということがござ

います。それで今回特に消防それから防災行政無線につきましては、狭帯域デジタルシス

テムと呼ばれているもので基本的には音声を通すんですけれども、それに容量が合えばそ

れに応じて簡単なデータとかを送れることになっているというものでございます。この帯

域なんですけれども、周波数で言いますと６．２５キロヘルツ、１チャンネルあたりとい

うことで非常に狭くなっていると。普通音声を送ろうとすると資料のどこかに書いたんで

すが、１５キロとか２０キロとか２５キロとかそういう帯域が必要なところをデジタル化

して更に圧縮をするということで６．２５kHzという帯域に押しこめているということで、

既に圧縮はかけられています。 

（土居） そもそもの話に戻りますけれども、この１５０MHz帯の電波をいかに上手く移行

させるかというところなんですけれども、補助対象とする自治体を限定しているというこ

とは、そのお金を限定的に使うという意味では良いと思いますけれども、本当に、交付を

受けられない自治体の電波の移行はちゃんと図られているのか、極端に言えば免許の交信

のときにそういうことを促すとか、そういうような形で別途方策を講じられておられるの

でしょうか。 
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（説明者） 補助を受けられない自治体、我々としては元々こういったものについては自

治体が自分の業務として、別に国からやってくれと言われてやっているわけではなくて、

住民の命を守るという観点で自治体の方がやるべき事業ということでやっているというふ

うに理解しています。その中でアナログからデジタルに移行というのも、随分時間をかけ

て丁寧にやっていると。 

 特にアナログシステムにつきましては最初に導入されてからもう２０年３０年という時

期が経過しておりますので、これをいつまでも放置しておく、動くからいいやと放置して

おったときに、いざというときに動かないということも当然起こり得るということから、

デジタル化していただくという意味ではちょうどいい時期に来ているのではないかという

ようなこともありまして、ただ今すぐやれと言われてもなかなか厳しいので再免許の際に、

５年に１回来る再免許の際、若しくは機器を更新するという機会があるのであればデジタ

ル化していってくださいよということで防災行政無線のほうには対応をお願いしていると

いうところでございます。 

消防のほうにつきましては、いつまでもアナログとデジタルが混在しているとなりますと

運用上もデメリットのほうが大きくなってしまいますので、期限を切って、きちんと２８

年度末までにやっていただくというような対応をお願いしてやっていただいているところ

でございます。 

（土居） 消防でそれができるわけですよね。それなら防災無線でそれを。つまり期限を

切ってデジタルに移行させる。わざわざ補助金を出さなくて良いということはないですか。 

（説明者） 防災行政無線についても期限を切ってはどうかという話につきましては、先

ほどちょっと御説明して、参考資料についています情報通信審議会の中で、１５０、２６

０、４００MHz帯の今後の利用についてということで一部答申が出ている中で、期限を切る

ということがデジタル化に移行させることの有効手段であるということで答申をいただい

ておりますので、今後きちんと自治体の方からの御意見をお伺いしながら、特に２８年５

月末までに消防をまずやらなければいけないということで、今自治体は、そっちがメイン

になっているということもありますので、来年度ぐらいになりますと、その見通しも立っ

てきますので、その状況も見ながら期限について、どのような形で設定するのがよいかと

いうことについて考えていきたいというふうに考えております。 

（土居） 財政は国も厳しいけれども、自治体も厳しいわけですね。だけども電波利用料

というお金がここにあると。これは事実上特定財源なわけですね。他の費目に使えないと
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いうことになっているわけですよね。補助金がなくてもある種、強制的な規制的手法で移

行させようと思ったらできなくはない。本当にない袖は振れない、お金がない。電波利用

料ですら他の使途にいろいろ使わなければいけないものが目白押しになっていて、そっち

のほうがもっと必要性が高いというふうに言われているというものが、もし今の環境だっ

たらば、ひょっとしたらこの補助金を出さなくても、「あなた行政主体なんでしょ。住民の

生命、財産守るためならば、どんなに苦しい財政状況だとしても、自分たちのお金をうま

く工面して国から補助金がなくてもやってくださいよ。」と言えてもおかしくはないと思う

んですけれど、幸か不幸かここに電波利用料があるということになっているんじゃないで

すか。そういうところが電波利用料を巡って、他の議論の場でも私はあると思うんですけ

れども、どうしても電波利用料が結局は特定税源的に扱われているというところがあるか

ら、別に規制的手法を使わなくても補助金でやれるならやっても良いかなというふうに流

されている気がします。 

（説明者） 先ほど最初に説明させていただきましたけれども、その自治体ごとに防災へ

の対応についての温度差というのが非常に幅が広いという部分があります。というのは災

害がほとんどない自治体というのもあるんですね。そうしますと昔こういうものを入れて

みたけれども、ほとんど使われていないというような自治体もあります。そうすると実際

入れたはいいけれども、９年ぐらいしか使っていないという、やっぱりいらないんじゃな

いのとかいうふうに思ったりされてしまうこともあると。 

 そうなってしまいますと、実際に災害が本当に起こった際に、何十年に１回の災害が起

ってしまいましたという際に、やろうと思ったらできませんでしたということになってし

まっては困るということで、あくまで最初に自治体が自主的にやっていくべきものだと、

こういう無線とかを使った情報伝達をするというのは自治体がそれぞれ自治体の特性に応

じて考えていくべきものではあると思いますけれども、我々、せっかく電波を使っていた

だいているという観点からアナログのまま置いておくと、いろいろと不都合が生じるよう

な時期も来ていますよと。 

 我々の観点とすれば、電波利用を公的にするためには早くデジタル化してほしいんです

という、そういう話のありながらやっていただきたいといったときに、そのまま補助金も

ないしとなると、生命、財産守ると言いながらも、もっと他に優先順位があると、どうし

てもそっちが優先されてしまうということで、結果として上手く使えなくなってしまうと

いうことになるということが非常に恐れているという部分もありまして、ということでな

 -49- 



るべくデジタル化を早く進めていきたいということで、デジタル化を進めていただくこと

が電波を使っている方々皆さんの利益につながっていくということから、この事業を行っ

ているわけでありまして、たまたまお金があったからということではなくて、そういうも

のをきちんと使って、これも共益費用の一部ですよということで、使わせていただいてい

るということでございます。 

（土居） 私は別にデジタル化を否定しているわけではない。むしろ促進するべきだと思

っているんです。問題は手法だということを申し上げたい。そういうことです。補助金で

なくても規制的手法があるんじゃないですかと。こういうことです。 

（有川） ２点ほどお伺いしたい。１つは２５年度からの事業で２８年度を目処にしてい

るということなんですが、スライドの資料１ページを見るとその補助金を出す前、事業を

やる前にもデジタル化率がそれぞれ防災行政と消防で４０パーセントぐらいの率を占めて

いて、消防は１００パーセント目指すということなんですけれども、防災行政無線のほう

は２８年度で５０パーセントを目標にするというわけなんで、要はこの事業をやって引き

上げようというのは十数ポイントだけなんで、２８年度以降はどうするかっていのはまだ

見えないところなんですけれども、土居先生の意見に関連するんですけれども、補助がな

い世界でもかなり自治体が自主的に整備していくかなというのがあるのと、今回補助事業

によって山田先生からもお話ありましたけれども、きちんと補助要綱に基づいて財政が乏

しいところから順序立てて出されているのかどうか、その辺の透明性がきちんと図られて

いるのかっていのと、それからもう１つ、２８年度で終わったあとの事業の継続性はまだ

分からないんですが、少なくとも１００パーセントを目標に立てるということはあんまり

ないと考えられますので、そうしますとある程度デジタル化率がこのような形で周波数帯

を空けてきているので、空いたところの周波数帯の利用というのは、もうそろそろ具体化

していいんじゃないかなと気がします。そのあたりのところをどうなっているか教えてい

ただきたい。 

（説明者） まず１つ目、自主的でもデジタル化が進んでいるのではないかという御質問

だったかと思いますけれども、そこにつきましては当然財源が比較的取れるところ、ちょ

うど設備の交換時期が来てしまって、アナログももうメーカーも作っていないので、アナ

ログを買うというわけにはいかなくて、デジタル化に移って行ったというケースもありま

す。もう１つは防災に非常にセンシティブな自治体の方々もいらっしゃいますので、そう

いったところは例えば財政面が厳しくても早くデジタル化していこうというような取り組
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みをされているところがございます。 

 そういう意味で、最初の立ち上がりからこれまでは自主的にやってこれぐらいの数で来

ていますけれども、ここから先、更には厳しい状況が予想されるというか、そもそも自治

体のほうから何とかしてくれという話が多数来ているということからしても、今回このよ

うなことをやらないと、例え１０数パーセントであったとしても進捗が非常に難しい状況

になっていくのではないかというふうに考えております。 

 それから、透明性につきましては、積極的に弱い順番ですよということで公表している

わけではないのですが、内部的にきちんと財政力が弱い順番にリストを作って並べて予算

がここまでくるということで対応しております。そこは自信を持ってきちんとやっており

ますということを申し上げられます。 

それから、２８年度に終わって２９年度以降につきましては、先ほど申し上げましたとお

りで、これから消防の終わることも踏まえ、また自治体からの要望も踏まえ、それから先

ほど情報通信審議会の中でも、その４００MHz帯の使用について引き続き検討していかなけ

ればいけないことになっておりますので、そこにつきましても引き続き検討を進めていき

たいというふうに考えております。以上です。 

（石田） ２９年度以降も続けるかもしれないというお話だったんですが、予算額はどの

ように決められているんでしょうか。電波利用料が２６年度予算は６９５億円で、今回３

３億円ですなので、電波利用料の大体５パーセントぐらいなんですが、電波利用料は結構

増えてきますよね。携帯電話の利用者が増えていくと。そうすると来年、再来年はもっと

補助額の原資が増えていくということなのでしょうか。 

（説明者） 支出額につきましては、収入に応じて増えていったり、減ったりするという

ことではなくて、どのぐらいの御要望があるのかということに応じて来年度の予算を要求

していくということになります。ただ、最初に御説明差し上げましたとおり、財政に余裕

のある自治体まで支援をしていくということではありませんので、毎年春ぐらいに自治体

の方々に来年度こういった補助の御要望がありますかということをお伺いさせていただい

て、そのデータを元にその翌年の必要な額について予算要求をしていくということで対応

しています。 

（石田） 最初のほうの話では、手を挙げてきたところのうち財政に余裕のないところか

ら採用してきたということだったんですけれど、今の今度の予算の額の設定は要望を聞い

てそれで決めるということですよね。その要望を聞くときに、余裕がある自治体には最初
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からあげないよという形にするのですか。きっちりとした基準というのがあるのかないの

かというのをお伺いしたい。 

（説明者） 要望は全ての自治体に対してお伺いをさせていただきます。そうでない予算

要求をする際に財務省と折衝する際に、これこれこういう要望がありますので、これこれ

の額が必要となりますということで、まずは要望を聞いて必要な額について決めていくと

いうことです。 

 そのときに、予算額としては利用料の収入というのは３年ごとに決めることになってお

りまして、当該年度の額というのは大枠がはまってしまっていますので、いくら要望が多

くてその中に財政力の弱い自治体がたくさんあったとしても、だからと言ってそれを増や

すということは、他の使途も当然ありますので、それだけでできるというわけではござい

ません。ということでその年年の要望と予算の状況から大体の額が決まっていくというこ

とでございます。 

（石田） そうすると、その時々の判断になるので、前の年は、ある自治体よりも財政力

に余裕がないところはもらえたけれども、次の年、あそこがもらえるんだからうちももら

えるかと思ったら、たまたまその年はたくさんの応募があったのでもらえないということ

があるということですか。 

（説明者） 残念ながらそういうことも有り得ます。 

（石田） それは、今までお話があった不透明とか基準が不明確ということになるのでは

ないんですか。 

（説明者） それは予算が潤沢にあればおっしゃるとおりなんだと思いますけれども我々

の事業につきましては、予算の範囲内でということで、制約がついておりますのでそこは

その時々でやらざるを得ないというのが、正直なところです。 

（山田先生） この事業全体は周波数の有効利用を促進するということであり、その１つ

としてデジタル化を行うということですので、極めて正しい方向を向いた政策であるとい

うふうに思います。そのために単純にデジタル化できなくて玉突き的に１５０をどかして、

２６０に持ってきて、次に１５０を別の用途に使うというように順番に動かさないといけ

ないのは電波が干渉するからであって、それも妥当だと思います。 

 ただ、この施策が成功したかどうかというのは「１５０が空きました。次にちゃんと使

えます。」というのであれば１００点だと思うんですね。「１５０はこの部分は空いたけど、

他にも実は利用者がいてそれがどかないと実は使えないんです。」という場合には０点だと
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思うんですけれども、どっちなんでしょうか。 

（説明者） １００点か０点か、１か０かという議論ではないのかなと我々としては思っ

ています。と言いますのも、最初のほうで御説明差し上げましたとおり、周波数、電波の

利用っていうのが拡大していくということは間違いのない事実でございまして、そのため

に我々は継続的にきちんと周波数の有効利用を図っていくということが、まず電波を管理

している総務省としての役割だと思っております。それでその時々、また時々で恐縮なん

ですけれど、時々に何に対して電波を割り当てるべきかというのは変わってくると思いま

す。 

 例えば今から３年前にスマートフォンがこれだけ普及することを想像した人はいなかっ

たわけです。かように電波が何に使われるべきかというのを、非常に長期で考えていくの

は難しい部分がございます。とはいえ、きちんと周波数を確保できるということをやって

いかない限りにおいて新しいシステムが出てきたときに対応できませんという後手に回っ

てしまうと、それは大問題ですので、それは計画的にやっていかなければいけないという

ことで、例え１５０MHzを使う人がいませんでした、０点ですということには必ずしもなれ

なくて、きちんと努力をして空けたということで将来また別のことに使いますよというこ

とがあれば我々としては、及第点をいただけるのではないかと思っております。ちなみに

１５０MHz帯につきましては、先般の情報通信審議会の答申の中で、鉄道、水防関係で扱っ

ていこうということでこれからどういったシステムにしていくかということについて検討

がこれから始まるところということでございます。 

（山田先生） 今の質問は、１５０MHz帯にまだ残りの利用者がいて、その人たちが居座っ

ているから、その情報通信審議会の答申のような使い方ができないということはありませ

んかという質問なんですけれど。 

（説明者） 現時点で新しくくるシステムがどういったものになるかというのはまだ決ま

っていないわけでありますけれども、そこは上手い具合に空きチャンネルを上手い事結合

させるような、最近でいうとキャリアアグリゲーションという技術を上手い事活用して、

広帯域に見せるといったようなシステム、これは私のアイディアなんですけれど、これを

やるかどうかはともかくとして、そういった形で空いているところを上手く使っていくと

いうことは十分可能だと思っております。 

 その際、更にどいていただければいけないというような無線局が出て来る、若しくは将

来どいていただけると更に効率よく使えるということであれば、そういったところについ

 -53- 



てもアクションプラン等、それから利用状況調査等を踏まえて周波数の空きを確保してい

くということで取り組んでいくことになると思います。 

（戸塚官房長） すみませんコメントシートのほうよろしくお願いいたします。 

（土居） コメント書いたので、私の意見を述べるだけです。飛行機、航空の空域ってあ

りますよね。空域は極めて厳しく公権力によって制限されていて、そんな民間が自由に何

でもかんでも好き勝手にやれるわけではない。同じ空中を飛び交っている電波は、こうい

う言い方をするのもなんですが、私の権利、私権を、我がままを、認めちゃっているとい

う感じと、今の山田先生の御質問に対するお答えを聞いていると思うわけです。本当にそ

れで行政として良いのかということまで、実はここの有効利用という話は関わっているん

じゃないかと私は思うんです。 

 もちろん今日の議論はそこまでの結論に至るものではないとは思いますけれども、もう

少し私権を制限して、きちんと公権力を行使して、電波の再編ないしは電波利用料の設定

なり、そういうものを設計していかないと、もう既に既得権があって、既にそこに電波の

周波数帯を使っている人がいるので強制的にどかせるわけにはいきませんということばっ

かり言っていると、公共財たるこの周波数帯をあっさり無駄に使わせてしまうということ

になりかねないと思います。やはり、この航空の空域で厳しく制限をしているということ

にわりと似たような意味で言えば、周波数帯も、きちんと主権国家であるわけですから、

我々のこの国の中で電波をどういうふうに利用するかというところについてもしっかり国

が責任を取って公権力を行使しなきゃいけないんじゃないかなと思います。 

（戸塚官房長） 何かコメントお願いします。 

（説明者） 今回の事業に直接的ではない。私の意見を申し上げてもあれなんですけれど

も、ただ言えることは、主権を過大に保護しているのではないかとおっしゃられますが、

必ずしもそうではないと思います。例えば今回携帯電話がいわゆるプラチナバンドと呼ば

れているものを使えるようになってきたというのも、いろいろ既存で使っている方々にも

お引っ越しをしていただいて、初めてできるようになったということで、必ずしも皆さん

がここにずっと居座りたいということでいらっしゃるということではないのかなと。 

 もう１つありますのは、昔に比べまして、ここの周波数でないと絶対だめだということ

でもなくなってきて、そこは技術の進歩というのがありまして、近場の周波数であれば、

ちょっとくらいずれても同じような使い方ができるというような状況になってきておりま

す。そういう意味では非常に周波数のお引っ越しをしてもらいやすい環境にはなってきて
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いるのかなと個人的には思っております。 

（土居） 技術進歩があることによって、それがより要因になるということは、私はとて

も良いことだと思います。ただ結局補助金が出てくるということは、結局は私権をそれだ

け擁護しすぎてしまっている面もあるかもしれないと。つまり公権力を行使して、直ちに

次の免許の期限が切れたらそこからどきなさいというふうに言おうと思ったら言えるかも

しれないけれども、補助金を使って誘導するとかっていうようなことをやるということは、

その分、既得権益を持っている人たちにその既得権を認めるということを、補助金を出す

という行為を通じて認めてしまっているということはあると思います。 

（須藤）今の土居先生の発言はロジカルに分かるところもあるんですけれども、実態的に

言うと今のイノベーションというのは官民連携がグローバルに進んでいるので、公権力と

プライベートとを明確に分けるというのは今困難になっているし、ＩＴＵの議論なんかも

そうだけれども、かなり官民の話し合いの場って結構長いですよね、 

 そこで枠取ると、あとは上から決めるような法的な拘束力を持つようなもの、どっちか

でいくというわけでもなくなっているというのは、恐らく総務省も認識されていると思う

し、実際これをやるときはお互いバチバチしながらのインタラクションを取りながらここ

ら辺でいくしかないだろうと、技術特性も電波帯域も関わってきますから、だからそんな

に明確に航空機のような単純なものとは違いますから。やられているんじゃないかなとは

思うんですけれどもそれについてはそんなことはないということがあればおっしゃってい

ただきたいです。 

（説明者） 周波数全体については私が言うべき立場にもないのですが、それは当然周波

数は有限希少な資源であるというのが我々の立場でありまして、それをいちばん適切に使

えるように管理していくということで日々努力して、いろいろお願いをしてやっていく部

分、それから若干財政支援をしてやっていく部分というのはあるのかなと思っております。 

（山田先生） 土居先生の話の続きなんですけど、例えば、１５０MHz帯で新聞事業社が免

許を持っているんですね。しかも大手の全国紙が持っているんですけれども、新聞記者が

携帯電話を持っていないとはとても信じられなくて、そんなもの持っていたってほとんど

使っていないんじゃないかと思うんですけど、そういうものを電波利用調査なさっている

とはおっしゃっていますが、電波利用料調査ってどうやってやっているかというと、免許

持っている人に「あなた方使っていますか。」と聞いて、「使っています。」と返事が来たら

「そうですか。」っていうことになっているんですけど、そうではなくて、ちゃんと見極め
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れば、もしかしたら新聞事業は他の用途で使っているのかもしれないが、それはちゃんと

聞かなくてはいけませんけれども、直観的に考えればそういうものは期限が来たら免許期

限というのは５年間と決まっているのわけですから、期限が来たら公権力を行使して免許

を停止する、返上させるということをさせるべきではないかと思うのですがいかがですか。 

（説明者） 新聞が実際に使っているか、使っていないかという話をここでするというよ

りは、先程申し上げたとおり、先生がおっしゃったとおり、すべての方々が２４時間使っ

ているわけではないということは、当然のことでありますので、そういったことも含めて

どういった方々から、どういった方々に変えていく必要があるのかということも踏まえて、

重点的に調査をしないと、さすがに全部の無線局が扱っている電波を実際に出ているか観

測することは不可能ですので、そういうことではなくて、そこは重点的にいろんなものを

取り組んでいくということで考えているところでございます。 

（戸塚官房長） それでは時間になりましたので、とりまとめ役の北大路先生から先生方

に記載いただきましたコメントシートから代表的なものを御紹介いただいて、票数の分布、

評価結果案及び取りまとめのコメント案を御説明願いたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

（北大路） コメントは主に３点ありまして、１つは補助事業そのものに対する疑問。そ

してもう１つが補助の交付プロセスに関する疑問。そして３番目は周波数利用に関する、

長期的な計画に対する疑問であります。 

 最初の補助事業そのものに対する疑問ですが、補助の必要性があるか疑問。周波数の有

効利用と防災という異なる目的が混ざっているがどちらについても補助金という手段が最

適かどうか疑問。規制的手法を用いるべきであって補助金を使うべきではないなどが意見

です。したがって、改善の方向としては他の政策手段を考える、そして交付の仕方につい

ては、交付の仕方が不透明という御意見。交付の基準を明確にするべきである。 

 もう１つ同じような主旨ですが、総務大臣の国会答弁と国庫付与要綱交付決定自治体の

間にかい離があるように、この事業の実行にあいまいな点が多い。交付希望が少なく無理

やり交付先を決定しているのではないか。 

 それから最後の有効利用、３番目の有効利用ですが、本事業の目的の周波数の有効利用

であることからするとデジタル化の推進と並行して空いた周波数帯のできるだけ早期の有

効活用を図るべきだが、その進行管理が明確でない。方向として空き周波数帯の利用計画

の早期充実、早期活用が必要であろうということです。また施行後に確実に利用できるよ
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う同一周波数帯での他の用途にについて移行計画を立てて、確実に実施する提案。３項目

です。 

評価ですが、この無線システム普及支援事業にかかる評価結果は廃止が１名、事業の抜本

的な改善が３名、事業内容の一部改善が２名、現状どおりはゼロです。過半数ではないの

ですが、廃止１名の方、それから事業の一部改善の２名の間に、３名の抜本的な改善とい

う御意見がありますので、この中間をとって事業全体の抜本的な改善という評価にしたい

と思います。 

それから一緒にコメントのほうも申し上げます。案ですが、最初の２つの補助金に関する

ところを１本にしまして、補助金交付の必要性があるかどうか疑問であり、補助金という

手段を取ることにも疑問がある。また交付決定プロセスもあいまいな点が多いというのが

課題といたしまして、見直しの方向として、補助金以外の手段の検討と交付決定プロセス

の明確化をするべきであると。２つ目の周波数のことですが、周波数の有効利用という政

策目的を達成するための計画が不透明であるというのが問題。そして見直しの方向として

周波数利用計画を早期に明確化していくと書きましたがいかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。ありがとうございます。 

（戸塚官房長） それでは、どうもありがとうございました。本日予定していましたすべ

ての案件にかかる議論を終了いたします。ありがとうございました。本日御参加いただき

ました外部有識者の先生方におかれましては大変貴重な御議論をいただき誠にありがとう

ございました。 

 本日の評価結果及び取りまとめコメントにつきましてはレビューシートの所定の欄に記

入するとともに、総務省の平成２７年度予算概算要求に向けて、十分尊重させていただき

たいと存じます。 

 なお、本日の評価結果の議事につきましては、準備ができ次第、総務省のホームページ

に掲載し、公開性と透明性を十分確保した上で事業レビューにかかる取り組みをしてまい

りたいと思います。本日は大変どうもありがとうございました。 
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